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一

は
じ
め
に

近
年
の
わ
が
国
の
司
法
制
度
改
革
論
議
に
お
け
る
重
要
課
題
と
し
て
、
民
事
・
刑
事
裁
判
の
迅
速
化
、
刑
事
裁
判
に
お
け
る
被
害
者

（
五
）

二
〇
〇
一
年
以
降
の
デ
ク
レ
お
よ
び
通
達

四

運
用
状
況

（
一
）

パ
リ
で
の
現
地
調
査

１

ボ
ビ
ニ
ー
大
審
裁
判
所

２

ボ
ビ
ニ
ー
被
害
者
支
援
組
織

３

ナ
ン
テ
ー
ル
大
審
裁
判
所
（
以
上
、
本
号
）

（
二
）

リ
ヨ
ン
で
の
現
地
調
査

１

リ
ヨ
ン
第
二
大
学

２

リ
ヨ
ン
大
審
裁
判
所

３

リ
ヨ
ン
司
法
の
家

４

リ
ヨ
ン
法
の
店

（
三
）

グ
ル
ノ
ー
ブ
ル
で
の
現
地
調
査

１

グ
ル
ノ
ー
ブ
ル
司
法
の
家

２

グ
ル
ノ
ー
ブ
ル
被
害
者
支
援
組
織

（
四
）

ボ
ル
ド
ー
で
の
現
地
調
査

１

ボ
ル
ド
ー
大
審
裁
判
所

２

ボ
ル
ド
ー
司
法
監
視
お
よ
び
社
会
復
帰
セ
ン
タ
ー

３

ボ
ル
ド
ー
和
解
セ
ン
タ
ー

五

お
わ
り
に

論 説
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の
保
護
・
救
済
、
民
事
裁
判
に
お
い
て
で
は
あ
る
が
、
Ａ
Ｄ
Ｒ
（(A

ltern
ative

D
ispu

te
R

esolu
tion

の
略
�
裁
判
外
紛
争
解
決
手

段
）
の
拡
充
・
活
性
化
等
が
指
摘
さ
れ
て
い（
１
）

る
。

フ
ラ
ン
ス
の
刑
事
手
続
き
に
お
い
て
は
、
検
察
官
に
よ
る
「
公
訴
（action

pu
bliqu

e

）」
だ
け
で
な
く
、
犯
罪
被
害
者
に
よ
る
「
私

訴
（action

civile

）」
も
同
時
に
同
一
の
裁
判
所
で
審
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
さ
ら
に
進
ん
で
、
刑
事
に
お
け
る
Ａ
Ｄ
Ｒ
と
も
呼

ぶ
べ
き
新
た
な
制
度
が
、
近
年
急
速
に
普
及
し
て
き
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
フ
ラ
ン
ス
に
は
い
わ
ゆ
る
起
訴
代
替
手
続
（L

es

m
esu

res
altern

atives
au

x
pou

rsu
ites

）
と
し
て
、
以
下
に
述
べ
る
五
種
類
の
手
続
き
が
存
在
す
る
。
第
一
は
、
法
的
義
務
の
遵

守
要
求
（L

e
rappeldes

obligation
de

la
loi,

単
にR

appelà
la

loi

と
呼
ぶ
こ
と
が
多
い
）、
第
二
は
、
条
件
付
不
起
訴
（L

es

classem
en

ts
sou

s
con

dition
）、
第
三
は
、
一
九
九
九
年
に
導
入
さ
れ
た
刑
事
示
談
（com

position
pén

al

（
２
）

e

）、
第
四
は
、
未
成

年
者
に
対
す
る
刑
事
和
解
と
も
言
う
べ
き
少
年
賠
償
又
は
支
援
手
続
（L

a
m

esu
re

ou
l’activité

d’aide
ou

de
réparation

,

単
に

réparation
des

m
in

eu
rs

と
呼
ぶ
こ
と
が
多
い
）、
第
五
は
、
裁
判
所
に
お
い
て
、
軽
微
な
犯
罪
者
と
犯
罪
被
害
者
の
間
で
仲
介
者

を
交
え
た
話
し
合
い
の
場
を
設
け
、
和
解
の
成
立
・
不
成
立
の
結
果
を
検
察
官
に
報
告
す
る
刑
事
和
解
（m

édiation
pén

al

（
３
）

e

）
で
あ

る
。さ

て
、
フ
ラ
ン
ス
（
特
に
パ
リ
）
の
実
務
に
お
い
て
は
、
上
記
法
的
義
務
遵
守
要
求
か
ら
刑
事
和
解
ま
で
の
五
種
類
を
す
べ
て
合
わ

せ
て
（
広
義
の
）「
刑
事
和
解
」
と
呼
ぶ
こ
と
が
多
い
が
、
こ
の
制
度
を
法
律
家
と
は
異
な
っ
た
視
点
か
ら
創
設
し
て
き
た
地
方
の
研

究
者
や
各
種
協
会
（association

）
関
係
者
は
、
前
記
第
四
お
よ
び
第
五
の
み
が
厳
密
に
は
（
狭
義
の
）「
刑
事
和
解
」
と
呼
ば
れ
る

べ
き
も
の
で
、
前
記
第
一
〜
第
三
の
手
続
き
は
、
犯
罪
の
双
方
当
事
者（
彼
ら
は
、
被
害
者
と
被
疑
者
と
い
う
用
語
さ
え
使
用
し
な
い
）

が
話
し
合
い
に
よ
り
事
件
を
解
決
す
る
と
い
う
「
刑
事
和
解
」
の
精
神
か
ら
は
程
遠
い
、
裁
判
所
に
よ
る
一
方
的
な
処
分
で
あ
る
と
批

判
す
る
。
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こ
の
よ
う
に
、
フ
ラ
ン
ス
国
内
で
さ
え
、
意
見
の
対
立
や
概
念
の
不
一
致
が
見
ら
れ
る
「
刑
事
和
解
」
で
あ
る
が
、
約
一
五
年
前
の

制
度
発
足
お
よ
び
一
一
年
前
の
法
的
導
入
以
来
徐
々
に
発
展
を
遂
げ
、
最
近
で
は
近
隣
判
事
（Ju

ge
de

proxim
ité

）
の
創（
４
）

設
な
ど
、

新
た
な
展
開
も
見
ら
れ
る
本
制
度
を
紹
介
す
る
こ
と
は
、
わ
が
国
の
司
法
制
度
改
革
を
考
え
る
上
で
も
重
要
で
あ
る
と
考
え
る
。
筆
者

は
、
平
成
一
四
年
四
月
よ
り
平
成
一
六
年
三
月
ま
で
の
二
年
間
、「
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
刑
事
和
解
の
研
究
」
と
い
う
テ
ー
マ
で
日
本

学
術
振
興
会
の
科
学
研
究
費
補
助
金
を
取
得
し
、
フ
ラ
ン
ス
の
パ
リ
、
リ
ヨ
ン
、
グ
ル
ノ
ー
ブ
ル
、
ボ
ル
ド
ー
で
の
現
地
調
査
を
含
め

た
研
究
を
行
っ（
５
）

た
。
本
稿
は
、
そ
の
調
査
を
元
に
、
未
だ
わ
が
国
に
多
く
は
紹
介
さ
れ
て
い
な（
６
）

い
本
制
度
の
概
要
を
紹
介
す
る
も
の
で

あ（
７
）

る
。

二

刑
事
和
解
と
は
何
か

（
一
）

様
々
な
紛
争
解
決
手
続
に
お
け
る
刑
事
和（
８
）

解

前
述
し
た
よ
う
に
、「
刑
事
和
解
（L

a
m

édiation
pén

ale

）」
の
概
念
を
め
ぐ
っ
て
は
、
フ
ラ
ン
ス
国
内
で
も
見
解
の
対
立
が
見

ら
れ
る
。
そ
こ
で
、
ま
ず
、
フ
ラ
ン
ス
で
行
わ
れ
て
い
る
様
々
な
紛
争
解
決
手
続
（L

es
m

odes
de

résolu
tion

des
con

flits

）
内

で
の
刑
事
和
解
の
位
置
を
明
ら
か
に
し
た
後
、
起
訴
代
替
手
続
と
し
て
の
五
種
類
の
手
続
に
つ
い
て
詳
し
く
述
べ
る
。

１

紛
争
解
決
手
続

フ
ラ
ン
ス
の
紛
争
解
決
手
続
に
は
、
調
停
（L

a
con

ciliation
）
と
斡
旋
（L

a
m

édiatio

（
９
）

n

）
と
が
存
在
す
る
。
両
者
は
、
共
に
当

事
者
間
の
合
意
を
前
提
と
す
る
が
、
斡
旋
は
第
三
者
の
介
入
を
必
要
的
前
提
と
す
る
。
フ
ラ
ン
ス
司
法
省
に
よ
れ
ば
、
調
停
と
斡
旋
の

相
違
は
、
第
三
者
の
役
割
の
相
違
に
求
め
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
調
停
に
お
い
て
、
第
三
者
（
調
停
員
）
は
紛
争
の
解
決
案
を
起
草
す

る
が
、
斡
旋
に
お
い
て
は
、
第
三
者
（
斡
旋
員
）
は
当
事
者
自
身
が
解
決
を
見
出
す
際
の
生
産
的
な
関
係
を
作
り
出
す
。

論 説
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（
１
）
司
法
外
の
和
解
（
斡
旋
）

�
協
約
的
和
解
（
斡
旋
）（L

a
m

édiation
con

ven
tion

n
elle

）
は
、
両
当
事
者
が
紛
争
解
決
を
容
易
に
す
る
た
め
に
第
三
者
に

任
意
に
依
頼
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
発
生
す
る
。
こ
れ
は
、
司
法
の
前
段
階
や
司
法
手
続
き
と
同
時
に
存
在
す
る
。

�
協
約
的
社
会
和
解
（
斡
旋
）（L

a
m

édiation
sociale

con
ven

tion
n

elle

）
は
、
性
質
上
、
協
約
的
和
解
と
異
な
ら
な
い
が
、

し
ば
し
ば
地
域
的
連
携
の
あ
る
協
会
（association

）
の
下
で
組
織
さ
れ
、
呼
び
名
も
社
会
和
解
（L

a
m

édiation
sociale

）、
都

市
和
解
（L

a
m

édiation
u

rbain
e

）、
地
区
和
解
（L

a
m

édiation
de

qu
artier

）、
共
同
体
和
解
（L

a
m

édiation

com
m

u
n

au
taire

）、
市
民
和
解（L

a
m

édiation
citoyen

n
e

）、
異
文
化
間
社
会
和
解（L

a
m

édiation
sociale

tran
s-cu

ltu
relle

）、

近
隣
和
解
（L

a
m

édiation
de

proxim
ité

）
と
様
々
で
あ
る
。

�
学
校
内
和
解
（
斡
旋
）（L

a
m

édiation
scolaire

）
の
目
的
は
、
す
べ
て
の
教
育
機
関
内
の
構
成
員
間
、
学
校
職
員
と
生
徒
の

保
護
者
間
の
意
思
疎
通
を
容
易
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
学
校
教
育
の
あ
ら
ゆ
る
学
年
に
お
け
る
生
徒
間
の
紛
争
解
決
に
も
関

係
す
る
。

�
家
事
和
解
（
斡
旋
）（L

a
m

édiation
fam

iliale
）
は
、
家
族
内
の
意
思
疎
通
を
再
構
築
し
、
紛
争
状
態
を
平
和
的
に
解
決
す
る

き
っ
か
け
を
作
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
別
居
を
超
え
て
親
と
し
て
の
役
割
を
維
持
し
た
い
と
願
う
両
親
に
提
案
さ
れ
る
こ
と
が
中
心

で
あ
る
が
、
そ
れ
以
外
の
家
族
、
た
と
え
ば
両
親
、
子
ど
も
、
祖
父
母
、
兄
弟
、
義
理
の
家
族
に
も
及
ぶ
。
こ
の
家
事
和
解
は
、
司
法

的
和
解
と
し
て
も
行
わ
れ
る
。

�
一
九
七
三
年
一
月
三
日
の
法
律
は
、一
九
八
九
年
一
月
一
三
日
の
法
律
以
来
独
立
の
権
限
を
持
つ
こ
と
と
な
っ
た
共
和
国
和
解（
斡

旋
）
員
（m

édiateu
r

de
la

R
épu

bliqu
e

）
を
創
設
し
た
。
共
和
国
和
解
員
に
対
す
る
事
件
の
提
訴
は
無
料
で
期
限
の
条
件
は
な
い

が
、
濫
用
的
提
訴
を
避
け
る
た
め
に
、
国
民
が
提
訴
さ
れ
た
行
政
行
為
に
対
し
て
事
前
に
必
要
な
手
続
き
を
踏
ん
だ
か
否
か
を
原
則
と

フランスの刑事和解（一）
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し
て
確
認
す
べ
き
国
会
議
員
の
介
入
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
共
和
国
和
解
（
斡
旋
）
員
は
、
申
し
立
て
の
受
理
、
行
政
機
関
ま
た

は
公
的
機
関
に
よ
る
判
決
執
行
に
対
す
る
闘
争
、
改
革
の
提
案
の
三
種
の
役
割
を
担
っ
て
い
る
。
行
政
機
関
と
の
関
係
に
お
け
る
市
民

の
権
利
に
関
す
る
二
〇
〇
〇
年
四
月
一
二
日
の
法
律
は
、
共
和
国
和
解
員
の
代
理
人
を
制
度
化
し
た
。

�
商
業
上
の
仲
裁
員
（l’arbitrage

com
m

ercial

）
は
、
様
々
な
商
業
的
秩
序
内
お
よ
び
銀
行
・
保
険
分
野
に
お
け
る
紛
争
に
関

係
す
る
。

（
２
）
司
法
内
（
司
法
的
）
和
解
（
斡
旋
）

�
す
べ
て
の
裁
判
官
は
、
新
刑
事
訴
訟
法
第
二
一
条
に
規
定
す
る
司
法
的
調
停
（L

a
con

ciliation
ju

diciaire

）
の
任
務
を
担
う
。

実
務
上
、
調
停
は
、
調
停
の
み
、
ま
た
は
調
停
お
よ
び
判
決
の
両
方
を
付
託
さ
れ
た
小
審
裁
判
所
判
事
（ju

ge
d’in

stan
ce

）
の
下

で
展
開
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
一
九
九
六
年
七
月
二
二
日
の
デ
ク
レ
は
、
小
審
裁
判
所
判
事
が
紛
争
を
扱
っ
て
い
る
場
合
は
、

調
停
員
を
任
命
す
る
こ
と
を
可
能
に
し
た
。
こ
の
種
の
調
停
は
、
債
務
の
回
収
、
隣
人
と
の
ト
ラ
ブ
ル
、
家
主
と
賃
借
人
と
の
ト
ラ
ブ

ル
、
商
人
と
消
費
者
と
の
ト
ラ
ブ
ル
な
ど
、
多
く
の
状
況
下
で
好
都
合
で
あ
る
。

�
法
律
に
よ
り
規
定
さ
れ
て
い
る
司
法
的
和
解
（
斡
旋
）
は
、
民
事
紛
争
ま
た
は
犯
罪
を
付
託
さ
れ
た
裁
判
所
が
、
第
三
者
の
援
助

の
下
に
彼
ら
の
紛
争
解
決
を
め
ざ
す
手
続
き
を
と
る
こ
と
を
当
事
者
に
提
案
す
る
こ
と
に
よ
り
行
わ
れ
る
（
間
接
的
付
託
）。
ゆ
え
に
、

司
法
的
和
解
は
、
民
事
と
同
様
に
刑
事
分
野
に
も
関
係
す
る
。
民
事
和
解
（L

a
m

édiation
civile

）
は
、
一
九
九
六
年
七
月
二
二
日

の
デ
ク
レ
に
よ
る
新
民
事
訴
訟
法
第
一
三
一
―
一
な
い
し
第
一
三
一
―
五
条
に
規
定
さ
れ
る
。
第
一
三
一
―
一
条
は
、「
裁
判
官
が
紛

争
を
付
託
さ
れ
た
場
合
、
当
事
者
の
合
意
が
あ
れ
ば
、
当
事
者
の
言
い
分
を
聞
き
、
そ
の
見
解
を
つ
き
合
わ
せ
て
彼
ら
が
紛
争
解
決
を

発
見
す
る
こ
と
を
助
け
る
第
三
者
を
任
命
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
小
審
裁
判
所
で
は
、
急
速
審
理
裁
判
官
（ju

ge
de

référé

）
に
も

こ
の
権
限
が
あ
る
」
と
規
定
す
る
。
こ
の
和
解
は
、
紛
争
の
全
部
ま
た
は
一
部
に
つ
い
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
が
、
裁
判
官
か
ら
訴
訟
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を
奪
う
も
の
で
は
な
く
、
裁
判
官
は
、
和
解
の
す
べ
て
の
段
階
で
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
行
う
。

�
労
働
和
解
（
斡
旋
）（L

a
m

édiation
du

travail

）
は
、
労
働
現
場
の
団
体
紛
争
に
つ
い
て
、
裁
判
官
へ
の
事
件
提
訴
以
後
と

同
様
に
そ
れ
以
前
の
段
階
で
も
長
年
多
用
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
個
人
間
の
紛
争
分
野
で
は
、
労
働
契
約
が
和
解
の
可
能
な
分
野
を

制
限
す
る
強
行
法
規
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
た
め
、
和
解
の
余
地
は
少
な
か
っ
た
。
一
方
解
雇
手
続
き
に
関
し
て
は
、
和
解
が
定

め
ら
れ
て
い
る
。

�
和
解
の
主
要
な
分
野
は
家
族
法
に
関
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
家
事
和
解
（L

a
m

édiation
fam

iliale

）
で
あ
る
。
家
事
和

解
は
、
審
理
の
す
べ
て
の
段
階
に
お
い
て
、
家
事
事
件
（
離
婚
、
別
居
）
裁
判
官
、
後
見
判
事
（ju

ge
des

tu
telles

）、
急
速
審
理

裁
判
官
の
下
で
行
わ
れ
う
る
。
家
事
紛
争
は
、
検
事
局
の
指
揮
の
下
に
刑
事
和
解
の
分
野
で
も
取
り
扱
わ
れ
る
。

２

起
訴
代
替
手
続
（L

es
m

esu
res

altern
atives

au
x

pou
rsu

ites

）

検
察
官
は
、
広
範
な
起
訴
代
替
手
続
を
手
中
に
し
て
い
る
。
刑
事
和
解
の
特
殊
性
を
知
る
た
め
に
、
以
下
に
詳
述
す
る
。

ま
ず
、
�
法
的
義
務
の
遵
守
要
求
（L

e
rappeldes

obligation
de

la
loi,R

appela
là

loi

）
は
、
被
疑
者
に
対
し
、
被
疑
事
実

に
適
用
さ
れ
る
法
律
の
条
文
と
刑
罰
を
読
み
聞
か
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
。
こ
の
方
式
は
、
不
処
罰
の
印
象
と
行
為
の
反
復
を

避
け
る
た
め
の
犯
罪
行
為
に
対
す
る
迅
速
な
司
法
的
対
応
を
構
成
す
る
。
こ
れ
は
、
原
則
と
し
て
、
初
犯
の
行
為
者
に
対
し
て
用
い
ら

れ
る
。
法
的
義
務
の
遵
守
要
求
は
、
成
人
に
対
し
て
と
同
様
、
未
成
年
者
に
対
し
て
も
行
わ
れ
る
が
、
後
者
に
つ
い
て
は
、
法
律
上
の

親
権
者
に
対
し
て
も
行
わ
れ
る
。

�
条
件
付
不
起
訴
（L

es
classem

en
ts

sou
s

con
dition

）
は
、
犯
罪
行
為
者
に
対
す
る
検
察
官
の
命
令
と
い
う
形
式
で
課
さ
れ

る
手
段
で
あ
る
。
刑
事
訴
訟
法
第
四
一
―
一
条
は
、
三
種
の
条
件
付
不
起
訴
を
定
め
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
第
一
に
、「
社
会
的
な
い

し
職
業
的
衛
生
施
設
へ
の
誘
導
」（l’orien

tation
vers

u
n

e
stru

ctu
re

san
itaitre

sociale
ou

profession
n

elle

）
が
あ
る
。
こ
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の
種
の
条
件
付
不
起
訴
は
、
薬
物
学
や
ア
ル
コ
ー
ル
研
究
等
の
専
門
的
簡
易
調
査
を
日
常
的
に
行
う
協
会
の
実
務
や
能
力
に
頼
る
こ
と

が
多
い
。
薬
物
中
毒
、
ア
ル
コ
ー
ル
中
毒
、
暴
力
等
の
危
険
行
為
や
社
会
適
応
の
困
難
性
が
、
こ
の
介
入
手
段
の
優
先
的
分
野
で
あ
る
。

被
疑
者
が
行
う
手
続
き
を
効
果
的
な
も
の
に
す
る
た
め
に
、
説
明
や
準
備
や
付
き
添
い
が
必
要
と
な
る
。
斡
旋
者
に
は
当
事
者
の
状
況

を
性
格
に
評
価
し
、
最
も
適
切
な
サ
ー
ビ
ス
へ
と
導
く
能
力
が
要
求
さ
れ
る
。
職
業
的
適
応
、
居
住
場
所
の
確
保
、
研
修
や
就
職
の
斡

旋
等
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
第
二
に
、「
状
況
を
法
律
や
規
則
に
照
ら
し
て
正
常
化
す
る
要
求
」（la

dem
an

de
de

régu
lari-

sation
d’u

n
e

situ
ation

au
regard

de
la

loi
ou

des
règlem

en
ts

）
が
あ
る
。
い
く
つ
か
の
正
常
化
要
求
を
行
う
た
め
に
、
教

育
的
ノ
ウ
ハ
ウ
は
要
求
さ
れ
な
い
。
そ
れ
は
、
都
市
問
題
、
環
境
問
題
、
交
通
手
段
の
支
払
い
、
保
険
金
支
払
い
、
境
界
線
問
題
、
特

殊
な
職
業
規
則
上
の
問
題
等
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
被
疑
者
が
命
令
や
判
決
を
遵
守
し
な
い
多
く
の
状
況
に
お
い
て
、
正
常
化
は
、

先
決
す
べ
き
紛
争
の
解
決
を
必
要
と
す
る
。
家
族
間
や
隣
人
間
の
争
い
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
、
と
り
わ
け
、

以
前
の
法
的
義
務
の
遵
守
要
求
や
形
式
的
正
常
化
要
求
の
効
果
が
な
か
っ
た
よ
う
な
場
合
に
は
、
社
会
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
遂
行
経
験

を
伴
う
斡
旋
（
和
解
）
に
お
い
て
培
っ
た
技
術
が
有
効
と
な
る
。
第
三
に
、「
損
害
賠
償
請
求
」（la

dem
an

de
de

réparation
du

dom
m

age

）
が
あ
る
。
多
く
の
場
合
、
損
害
賠
償
は
、
調
書
に
書
か
れ
た
見
積
書
、
領
収
書
、
免
責
額
等
を
も
と
に
検
察
官
や
斡
旋

者
が
示
し
た
金
銭
賠
償
で
あ
る
。
数
年
来
、
被
害
者
に
対
す
る
損
害
賠
償
サ
ー
ビ
ス
を
行
っ
て
い
る
協
会
に
依
頼
す
る
こ
と
も
あ
る
。

こ
れ
は
、
被
疑
者
に
最
も
可
能
な
方
法
（
額
）
を
適
用
し
、
そ
の
実
施
を
保
証
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
損
害
の
回
復
を
容
易
に
す
る
。

�
刑
事
示
談
（com

position
pén

ale

）
は
、
一
九
九
九
年
六
月
二
三
日
の
法
律
に
よ
っ
て
創
設
さ
れ
た
、
も
っ
ぱ
ら
成
人
犯
罪
者

に
対
し
て
の
み
宣
告
さ
れ
う
る
手
続
で
あ
る
。
一
九
九
九
年
六
月
二
三
日
の
法
律
は
、「
検
察
官
は
、
一
定
の
犯
罪
に
つ
い
て
の
み
、

起
訴
に
先
立
ち
、
他
の
起
訴
代
替
手
続
と
並
行
し
て
、
行
為
者
の
同
意
の
下
に
、
彼
に
示
談
罰
金
の
支
払
、
運
転
免
許
ま
た
は
狩
猟
免

許
の
停
止
、
被
害
者
へ
の
損
害
賠
償
、
無
報
酬
労
働
の
う
ち
一
ま
た
は
複
数
の
義
務
を
行
う
よ
う
提
案
す
る
か
、
ま
た
は
代
理
人
に
よ
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っ
て
提
案
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
規
定
す
る
。
二
〇
〇
二
年
九
月
九
日
の
法
律
は
、
三
ヶ
月
以
内
の
期
間
、
保
健
衛
生
・
社
会
・

職
業
的
サ
ー
ビ
ス
ま
た
は
機
関
に
お
け
る
研
修
ま
た
は
職
業
訓
練
に
従
事
さ
せ
る
可
能
性
を
追
加
し
た
。
他
の
起
訴
代
替
手
続
と
異
な

り
、
検
察
官
に
よ
り
提
案
さ
れ
る
刑
事
示
談
は
、
裁
判
官
に
よ
っ
て
認
証
（V

alidation

）
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
被
害
者
が

特
定
さ
れ
て
い
る
す
べ
て
の
事
件
に
お
い
て
、
検
察
官
は
、
被
害
者
へ
の
損
害
賠
償
を
行
為
者
に
提
案
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
行
為

者
が
提
案
を
受
け
入
れ
る
場
合
、
軽
罪
に
関
し
て
は
大
審
裁
判
所
長
に
よ
っ
て
、
違
警
罪
に
関
し
て
は
簡
易
裁
判
所
裁
判
官
に
よ
っ
て

認
証
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
提
案
さ
れ
た
義
務
の
履
行
は
、
起
訴
を
消
滅
さ
せ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
二
〇
〇
二
年
九
月
九
日
の

法
律
に
よ
り
、
刑
事
示
談
の
事
実
は
、
今
後
は
第
一
前
科
簿
に
記
載
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

刑
事
示
談
に
付
す
る
こ
と
の
で
き
る
軽
罪
ま
た
は
違
警
罪
は
、
法
律
に
よ
っ
て
列
挙
さ
れ
、
そ
れ
ら
は
、
暴
行
、
傷
害
、
財
産
犯
、

脅
迫
、
公
務
執
行
妨
害
、
酒
気
帯
び
ま
た
は
酒
酔
い
運
転
、
薬
物
犯
罪
等
の
、
主
と
し
て
都
市
的
犯
罪（la

délin
qu

an
ce

u
rbain

e

）

に
属
す
る
比
較
的
軽
微
な
犯
罪
で
あ
る
。
二
〇
〇
二
年
九
月
九
日
の
法
律
は
、
刑
事
示
談
の
適
用
範
囲
を
拡
大
し
た
。

�
少
年
賠
償
又
は
支
援
手
続
（L

a
m

esu
re

ou
l’activité

d’aide
ou

de
réparation

,

単
にréparation

des
m

in
eu

rs

と
呼

ぶ
こ
と
が
多
い
）
は
、
一
九
四
五
年
二
月
二
日
の
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
に
規
定
さ
れ
た
、
検
察
官
に
送
致
さ
れ
た
少
年
の
み
に
関
す
る
起
訴

代
替
手
続
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
少
年
に
対
し
て
、
彼
の
犯
し
た
犯
罪
行
為
の
結
果
を
、
被
害
者
の
た
め
だ
け
で
な
く
、
彼
自
身
、
彼
の

家
族
、
周
囲
の
環
境
、
彼
が
そ
の
一
部
を
形
成
す
る
社
会
の
た
め
に
も
、
き
ち
ん
と
自
覚
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。
少
年
の
親

権
者
も
こ
の
手
続
実
施
の
た
め
に
密
接
に
参
加
さ
せ
ら
れ
る
と
と
も
に
、
自
治
体
、
協
会
、
学
校
、
非
行
予
防
セ
ン
タ
ー
、
商
店
主
等

の
協
力
者
も
動
員
さ
れ
る
。
次
第
に
増
加
し
て
い
る
い
く
つ
か
の
協
会
は
、（
司
法
省
）
少
年
保
護
局
に
よ
り
、
こ
の
手
続
実
施
の
資

格
を
付
与
さ
れ
て
い
る
。
賠
償
活
動
は
、
直
接
ま
た
は
間
接
的
に
行
わ
れ
る
。

�
刑
事
和
解
（m

édiation
pén

ale

）
は
、
起
訴
裁
量
を
持
つ
検
事
正
（procu

reu
r

de
la

R
épu

bliqu
e

）
に
よ
っ
て
提
案
さ
れ
、
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裁
判
所
へ
の
刑
事
訴
追
と
単
な
る
不
起
訴
と
の
間
の
「
第
三
の
道
」
と
い
わ
れ
る
方
法
で
あ
る
。
検
事
正
は
、
刑
事
和
解
が
被
害
者
の

損
害
を
賠
償
し
、
犯
罪
か
ら
生
じ
た
ト
ラ
ブ
ル
を
終
結
さ
せ
、
行
為
者
の
社
会
復
帰
に
資
す
る
と
思
料
す
る
と
き
は
、
刑
事
和
解
手
続

へ
の
移
行
を
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
社
会
的
関
係
の
再
構
築
を
目
的
と
す
る
刑
事
和
解
は
、
真
の
司
法
的
対
応
と
し
て
の
特
殊
性

を
備
え
、
公
訴
を
中
断
す
る
。
和
解
（
斡
旋
）
人
（m

édiateu
r

）
は
、
能
力
、
独
立
性
、
公
平
性
と
い
う
資
質
を
備
え
る
必
要
が
あ

る
。
刑
事
和
解
は
、
成
人
と
共
に
少
年
に
対
し
て
も
行
わ
れ
、
刑
事
示
談
と
は
異
な
り
、
前
科
簿
に
は
記
載
さ
れ
な
い
。

（
二
）

刑
事
和
解
の
定
義
と
目
的

１

刑
事
和
解
の
定
義

狭
義
の
刑
事
和
解
と
は
、
前
述
し
た
（（
一
）
―
２
参
照
）
起
訴
代
替
手
続
き
の
五
種
類
の
手
続
き
の
う
ち
、
最
後
に
紹
介
し
た
も

の
の
み
を
指
す
。
す
な
わ
ち
、
刑
事
和
解
の
定
義
は
、「
第
三
者
の
援
助
の
下
に
、
両
当
事
者
間
の
自
由
な
交
渉
を
通
じ
て
、
犯
罪
に

関
係
し
た
紛
争
の
解
決
を
探
求
す
る
こ
と
」
と
さ
れ
る
。
こ
の
第
三
者
で
あ
る
和
解
人
は
、
二
人
の
う
ち
の
ど
ち
ら
か
、
ま
た
は
両
者

が
犯
罪
（
違
警
罪
ま
た
は
軽
罪
）
を
犯
し
た
こ
と
を
認
め
て
い
る
紛
争
当
事
者
間
の
和
解
を
準
備
す
る
役
割
を
担
う
。
和
解
人
の
面
前

で
の
両
者
の
会
見
は
、
和
解
の
中
心
部
分
を
占
め
、
こ
の
会
見
の
実
施
に
は
事
前
の
準
備
が
必
要
と
な
る
。
和
解
人
の
義
務
は
手
段
に

あ
り
、
結
果
に
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
会
見
の
結
果
が
何
で
あ
れ
、
そ
の
様
子
は
す
べ
て
文
書
に
記
録
さ
れ
る
。

２

刑
事
和
解
の
目
的

�
紛
争
の
緩
和
・
解
決

和
解
の
目
的
は
、
両
当
事
者
間
の
紛
争
に
関
す
る
共
通
の
解
決
策
探
求
を
通
じ
て
、
彼
ら
の
真
の
協
力
関

係
を
樹
立
す
る
こ
と
に
あ
る
。
和
解
人
は
、
こ
の
紛
争
が
必
要
で
自
然
な
こ
と
と
い
う
確
認
か
ら
出
発
す
る
。
紛
争
に
は
、
有
利
な
側

面
と
不
利
な
側
面
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
個
々
人
の
相
互
作
用
の
結
果
で
あ
り
、
他
人
と
の
関
係
性
の
変
化
の
兆
し
か
も
し
れ
な
い
。
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紛
争
を
和
ら
げ
る
こ
と
は
、
必
ず
し
も
そ
れ
を
抜
本
的
に
解
消
す
る
こ
と
を
意
味
し
な
い
。

�
意
思
疎
通
の
再
構
築

和
解
は
、
紛
争
当
事
者
間
の
意
思
疎
通
を
再
構
築
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
、
具
体
的
か
つ
継
続
的
な
約
束

事
の
探
求
を
通
じ
て
、
彼
ら
に
責
任
を
持
た
せ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
引
き
出
さ
れ
た
解
決
手
段
は
、
彼
ら
の
関
係
的

な
ト
ラ
ブ
ル
を
解
決
す
る
た
め
に
、
当
事
者
双
方
に
対
し
て
適
用
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
和
解
は
、
再
犯
防
止
、
意
思
疎
通
の
再

構
築
お
よ
び
紛
争
の
緩
和
に
道
を
開
く
。
人
に
対
す
る
攻
撃
の
場
合
、
と
り
わ
け
家
族
内
の
紛
争
が
問
題
と
な
る
場
合
、
和
解
人
は
、

暴
力
の
過
程
を
よ
く
知
る
こ
と
が
要
請
さ
れ
る
。「
家
庭
内
暴
力
」
に
関
す
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
評
議
会
勧
告
は
、
刑
事
和
解
は
、
暴
力
的

被
疑
者
と
被
害
者
を
よ
く
知
る
こ
と
が
で
き
る
た
め
、
反
復
の
危
険
を
減
少
し
、
特
別
な
援
助
機
関
に
導
く
目
的
で
刑
事
和
解
に
訴
え

る
こ
と
を
考
慮
に
入
れ
て
い
る
。
思
春
期
の
問
題
に
お
い
て
も
、
刑
事
和
解
は
、
意
思
疎
通
方
法
の
習
得
を
目
的
と
す
る
。
し
ば
し
ば
、

彼
ら
に
と
っ
て
言
葉
は
共
通
の
基
礎
と
し
て
使
わ
れ
ず
、
対
立
し
、
他
者
を
権
力
で
支
配
す
る
た
め
に
使
用
さ
れ
て
い
る
。
刑
事
和
解

は
、
苦
痛
や
暴
力
を
生
み
出
す
気
ま
ず
い
関
係
に
あ
る
両
親
と
子
ど
も
、
大
人
と
子
ど
も
の
状
況
確
認
か
ら
出
発
し
、
個
人
的
に
密
接

な
結
び
つ
き
・
関
わ
り
合
い
を
も
た
ら
す
意
思
疎
通
手
段
を
再
構
築
す
る
。
和
解
人
は
、
子
ど
も
を
取
巻
く
両
親
や
大
人
が
別
な
方
法

で
意
思
を
伝
え
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
勇
気
付
け
、
支
援
す
る
。

３

未
成
年
者
に
対
す
る
刑
事
和
解

一
九
九
三
年
の
法
的
承
認
お
よ
び
一
九
九
九
年
の
法
律
に
よ
る
追
認
以
来
、
刑
事
和
解
は
、
未
成
年
者
が
被
疑
者
ま
た
は
被
害
者
と

な
る
事
件
に
つ
い
て
実
施
さ
れ
て
き
た
。
未
成
年
者
は
、
法
律
上
親
権
者
の
下
に
あ
る
の
で
、
未
成
年
者
が
被
疑
者
ま
た
は
被
害
者
で

あ
る
場
合
、
子
の
法
律
上
の
代
理
人
か
つ
民
事
法
上
の
責
任
者
と
し
て
、
親
権
者
の
一
人
ま
た
は
両
親
を
召
喚
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。

�
被
害
少
年

少
年
の
両
親
ま
た
は
親
権
者
が
少
年
の
利
益
を
擁
護
す
る
能
力
を
も
た
な
い
事
件
で
は
、
刑
事
和
解
は
勧
め
ら
れ
な

い
。
被
害
者
が
少
年
で
あ
る
場
合
、
そ
の
年
齢
は
、
考
慮
す
べ
き
非
常
に
重
要
な
要
素
で
あ
る
。
年
齢
が
低
け
れ
ば
低
い
ほ
ど
、
被
疑
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者
と
出
会
う
こ
と
は
少
年
に
影
響
を
及
ぼ
し
、
不
適
当
・
危
険
と
も
な
り
う
る
。
成
人
と
面
と
向
き
合
う
少
年
は
、
不
安
定
で
罪
の
意

識
を
持
ち
や
す
い
の
で
、
被
疑
者
が
被
害
者
の
損
害
を
賠
償
し
、
回
復
す
る
手
続
が
進
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
知
ら
せ
る
こ
と
が
重
要

で
あ
る
。
逆
に
、
成
人
被
疑
者
と
少
年
被
害
者
の
年
齢
が
近
い
場
合
、
和
解
は
有
効
で
あ
る
。
彼
ら
は
お
互
い
を
理
解
す
る
こ
と
さ
え

あ
り
、
合
意
を
見
出
す
た
め
に
相
互
作
用
を
及
ぼ
す
状
況
に
あ
る
。

少
年
被
害
者
の
和
解
条
項
は
、
そ
の
後
見
人
に
よ
っ
て
必
ず
署
名
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
両
親
や
少
年
被
害
者
自
身
が
、
弁
護

士
の
援
助
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

�
加
害
少
年

刑
事
和
解
は
、
同
様
に
加
害
少
年
に
も
適
用
さ
れ
る
が
、
協
会
や
法
務
省
少
年
保
護
局
は
、
教
育
的
観
点
か
ら
よ
り

徹
底
し
た
手
段
で
あ
り
、
手
続
の
ど
の
段
階
で
も
実
施
し
う
る
「
少
年
賠
償
（réparation

pén
ale

）」
の
方
を
好
む
こ
と
が
多
い
。

和
解
は
、
そ
れ
が
誰
に
と
っ
て
も
是
非
必
要
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
意
味
で
、
任
意
的
な
も
の
で
あ
る
。
刑
事
和
解
と
少
年
賠

償
と
い
う
二
つ
の
手
段
は
、
加
害
少
年
の
賠
償
能
力
と
被
害
少
年
の
賠
償
受
け
入
れ
能
力
を
相
互
に
刺
激
し
あ
う
。
も
し
和
解
が
財
産

犯
に
適
用
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
軽
微
な
人
身
犯
罪
の
場
合
に
も
興
味
深
い
解
決
と
な
り
う
る
。
そ
れ
は
、
当
事
者
間
の
関
係
再
構
築

の
可
能
性
に
対
す
る
賭
け
と
も
な
る
と
い
う
。

�
刑
事
和
解
と
少
年
賠
償

少
年
同
士
の
刑
事
和
解
と
少
年
賠
償
と
の
本
質
的
相
違
は
、
刑
事
和
解
に
お
い
て
は
、
行
為
責
任
は
共

有
さ
れ
る
と
い
う
事
実
に
あ
る
。
と
り
わ
け
、
少
年
と
少
年
が
対
立
す
る
場
合
、
被
疑
者
と
被
害
者
の
概
念
は
、
相
対
的
な
も
の
と
な

り
う
る
か
ら
で
あ
る
。
和
解
に
お
い
て
は
、
相
互
の
利
益
や
対
立
の
動
機
を
考
慮
し
、
他
者
性
を
認
識
か
つ
尊
重
し
、
被
害
者
に
対
す

る
加
害
少
年
の
姿
ま
た
は
そ
の
逆
を
客
観
的
に
投
影
す
る
こ
と
な
ど
を
通
し
て
当
事
者
が
共
通
の
責
任
を
自
覚
し
、
相
互
の
賠
償
が
容

易
に
行
わ
れ
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
あ
る
。

�
未
成
年
者
に
対
す
る
刑
事
和
解
の
特
殊
性

少
年
に
対
す
る
刑
事
和
解
の
一
般
的
実
施
は
、
成
人
に
対
す
る
和
解
に
対
し
、
固
有
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な
性
格
を
持
っ
て
い
る
。
手
続
の
最
後
に
、
加
害
少
年
、
両
親
、
被
害
者
が
会
う
機
会
を
和
解
人
が
作
り
出
す
こ
と
が
望
ま
し
い
と
さ

れ
る
。
こ
の
出
会
い
が
手
続
を
完
全
に
終
結
さ
せ
る
。
こ
の
手
続
に
よ
り
厳
粛
さ
を
付
与
す
る
た
め
に
は
、
検
察
官
自
身
が
出
会
い
を

組
織
す
る
こ
と
が
理
想
で
あ
る
。

両
親
と
の
作
業
は
、
別
の
特
殊
性
を
も
つ
。
両
親
は
最
初
の
和
解
時
に
必
ず
召
喚
さ
れ
、
そ
の
後
も
手
続
の
速
や
か
な
遂
行
の
た
め

に
子
ど
も
に
対
し
て
取
る
べ
き
役
割
に
応
じ
て
呼
び
出
さ
れ
る
。
彼
ら
は
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、
犯
罪
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
た
金

銭
的
損
害
に
対
す
る
民
事
賠
償
責
任
を
負
う
。
両
親
が
無
関
心
で
あ
る
場
合
や
、
そ
の
子
ど
も
に
つ
い
て
非
難
さ
れ
て
い
る
事
実
に
異

義
を
申
し
立
て
る
場
合
に
は
、
和
解
は
不
可
能
と
な
る
。
賠
償
手
続
に
お
い
て
子
ど
も
の
代
わ
り
に
な
る
両
親
も
、
刑
事
和
解
の
良
い

進
行
に
妨
げ
と
な
り
、
和
解
人
は
、
両
親
が
手
続
の
間
中
一
番
関
心
を
持
ち
つ
つ
も
、
適
度
な
距
離
を
保
ち
つ
つ
関
わ
る
よ
う
に
注
意

し
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
和
解
人
は
、
被
害
者
と
被
疑
者
の
年
齢
に
応
じ
て
、
思
春
期
の
心
理
と
少
年
の
成
人
に
対
す
る
特
有
の

関
係
に
つ
い
て
細
心
の
注
意
を
払
う
必
要
が
あ
る
。

三

法
的
根
拠

（
一
）

一
九
九
二
年
一
〇
月
二
日
の
通
達
お
よ
び
一
一
月
四
日
の
デ
ク
レ

フ
ラ
ン
ス
で
は
、
刑
事
和
解
が
一
九
八
〇
年
代
か
ら
各
地
で
試
験
的
に
行
わ
れ
て
い
た
。
そ
の
後
、
一
九
九
二
年
一
〇
月
二
日
の
通

達
に
よ
り
、
現
在
の
フ
ラ
ン
ス
刑
事
訴
訟
法
（
以
下
、
単
に
刑
訴
と
略
す
）
第
四
一
―
一
条
に
規
定
さ
れ
る
条
件
付
不
起
訴
及
び
刑
事

和
解
の
実
施
に
あ
た
っ
て
遵
守
す
べ
き
四
要
件
（
指
針
）
が
定
め
ら
れ
た
。

す
な
わ
ち
、
�
検
事
局
は
、
社
会
的
監
視
を
任
務
と
す
る
も
の
で
は
な
く
、
犯
罪
実
行
に
関
連
付
け
ら
れ
た
告
訴
に
基
づ
い
て
の
み

介
入
で
き
る
。
そ
れ
故
、
犯
罪
と
な
ら
な
い
無
作
法
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
た
ト
ラ
ブ
ル
を
検
事
局
は
取
り
扱
わ
な
い
。
�
検
察
官

フランスの刑事和解（一）

（阪大法学）５４（１―６５）６５〔２００４．５〕



は
、
条
件
付
不
起
訴
の
場
合
に
様
々
な
方
法
で
介
入
す
る
に
し
て
も
、
裁
判
官
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
被
疑
者
に
よ
っ
て
事
実
が

認
め
ら
れ
て
い
る
か
、
少
な
く
と
も
争
わ
れ
て
い
な
い
か
、
あ
る
い
は
（
目
撃
証
人
が
い
る
な
ど
）
争
い
よ
う
が
な
い
場
合
で
あ
る
必

要
が
あ
る
。
特
に
、
家
事
事
件
で
判
決
や
命
令
に
よ
っ
て
法
的
義
務
が
被
告
に
課
さ
れ
る
場
合
、
検
察
官
や
そ
の
代
理
人
が
執
行
文
の

文
面
を
変
更
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
同
様
に
、
損
害
の
評
価
も
動
か
ず
、
当
事
者
に
よ
っ
て
自
由
に
変
更
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
�

起
訴
代
替
手
続
は
刑
罰
で
は
な
い
。
被
疑
者
と
被
害
者
の
合
意
は
必
要
不
可
欠
で
あ
る
。
彼
ら
は
彼
ら
の
権
利
や
弁
護
士
ま
た
は
（
被

害
者
支
援
サ
ー
ビ
ス
、
司
法
へ
の
ア
ク
セ
ス
等
の
）
適
切
な
法
的
情
報
サ
ー
ビ
ス
に
相
談
で
き
る
こ
と
つ
い
て
情
報
を
与
え
ら
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
和
解
は
、
賠
償
、
原
状
回
復
、
正
常
化
、
補
償
等
に
応
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
和
解
に
は
時
間
的
限
界
が
あ
り
、

検
察
官
の
判
断
は
、
前
科
簿
に
記
載
さ
れ
な
い
。
�
和
解
の
決
定
や
そ
の
実
施
に
、
裁
判
的
な
要
素
は
何
も
な
い
。「
当
事
者
に
、
彼

ら
の
権
利
に
関
す
る
情
報
を
与
え
、
助
言
を
得
さ
せ
る
以
外
は
、
長
く
、
重
く
、
費
用
の
か
か
る
正
式
な
訴
訟
手
続
を
創
設
す
る
の
は

問
題
外
で
あ
る
。
起
訴
に
先
立
つ
こ
の
段
階
で
は
、
刑
罰
執
行
と
同
様
に
、
弁
論
主
義
や
公
開
主
義
の
原
則
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
な
い
」。

刑
事
和
解
は
、
他
の
条
件
付
起
訴
以
上
に
、
対
立
関
係
に
あ
る
両
当
事
者
が
永
続
的
か
つ
効
果
的
な
合
意
に
達
す
る
た
め
の
実
施
の

自
由
度
が
必
要
と
さ
れ
る
。
こ
の
通
達
の
中
に
、
前
述
（
二
―
�
―
１
参
照
）
の
刑
事
和
解
の
定
義
が
提
案
さ
れ
、
現
在
で
も
常
に
依

拠
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
刑
事
和
解
と
は
、
第
三
者
の
援
助
の
下
に
、
両
当
事
者
間
の
自
由
な
交
渉
を
通
じ
て
、
犯
罪
に
関
係

し
た
紛
争
の
解
決
を
探
求
す
る
こ
と
で
あ
る
」
と
さ
れ
る
。

一
九
九
二
年
一
一
月
四
日
の
デ
ク
（
１０
）

レ
は
、
刑
事
和
解
の
存
在
を
公
式
に
認
め
た
初
の
デ
ク
レ
で
あ
り
、
和
解
人
の
資
格
に
つ
い
て
定

め
た
一
九
九
六
年
四
月
一
〇
日
の
デ
ク
レ
の
三
年
半
前
に
、
予
算
措
置
に
つ
い
て
定
め
て
い
る
。
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（
二
）

一
九
九
三
年
一
月
四
日
の
刑
事
訴
訟
法
改（
１１
）

正

本
制
度
の
正
式
な
（
法
的
）
導
入
は
、
刑
事
訴
訟
法
を
大
幅
に
改
正
し
た
一
九
九
三
年
一
月
四
日
の
法
律
第
二
号
に
よ
り
改
正
さ
れ

た
刑
事
訴
訟
法
第
四
一
条
が
最
初
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
同
条
後
段
は
、「
検
事
正
（procu

reu
r

de
la

R
épu

bliqu
e

）
は
さ
ら
に
、

被
害
者
に
生
じ
た
損
害
の
回
復
、
犯
罪
に
起
因
す
る
紛
争
の
解
決
及
び
犯
罪
者
の
社
会
復
帰
に
寄
与
す
る
と
思
料
す
る
と
き
は
、
公
訴

の
決
定
に
先
立
ち
、
当
事
者
の
同
意
を
得
て
、
刑
事
和
解
手
続
き
に
訴
え
る
こ
と
を
決
定
す
る
こ
と
が
で
き（
１２
）

る
」
と
規
定
し
た
。

（
三
）

一
九
九
六
年
四
月
一
〇
日
の
デ
ク（
１３
）

レ

一
九
九
六
年
四
月
一
〇
日
の
デ
ク
レ
は
、
第
一
五
―
一
条
で
、「
検
事
正
が
第
四
一
条
の
要
件
で
刑
事
和
解
に
訴
え
る
こ
と
を
決
定

す
る
と
き
、
以
下
に
規
定
す
る
資
格
の
与
え
ら
れ
た
自
然
人
又
は
法
人
を
任
命
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
し
て
、
和
解
人

（m
édiateu

r

）
の
資
格
に
つ
い
て
規
定
し
た
。
ま
ず
、
和
解
人
の
資
格
を
希
望
す
る
自
然
人
又
は
法
人
は
、
管
轄
裁
判
所
の
検
事
正

や
法
院
検
事
長
（procu

reu
r

gén
éral

）
に
申
請
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
（
第
一
五
―
二
条
）、
協
会
（association

s

）
が
そ
の
申
請

を
す
る
場
合
に
必
要
と
さ
れ
る
書
類
（
当
該
協
会
の
設
立
を
公
示
す
る
官
報
の
写
し
、
規
約
や
内
部
規
則
、
協
会
の
建
物
の
リ
ス
ト
、

協
会
の
機
能
や
組
織
を
示
す
文
書
、
協
会
員
名
簿
、
予
算
書
等
）
に
つ
い
て
細
か
く
規
定
さ
れ
た
（
第
一
五
―
三
条
）。
ま
た
、
和
解

人
は
、「
専
門
家
と
し
て
法
的
活
動
に
従
事
し
て
い
な
い
者
（
一
五
―
四
条
一
項
）」
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、「
前
科
簿
二
号
に
記
載
さ

れ
る
有
罪
判
決
、
無
能
力
及
び
失（
１４
）

権
対
象
者
で
は
な
い
（
同
条
二
項
）」
こ
と
が
要
求
さ
れ
、「
能
力
、
独
立
性
、
公
平
性
の
保
障
を
示

さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
同
条
三
項
）」。
ま
た
、「
和
解
人
は
、
刑
事
和
解
手
続
き
遂
行
の
過
程
で
得
た
秘
密
保
持
の
義
務
を
負
う
（
一

五
―
五
条
）」。
ま
た
、「
こ
れ
ら
の
資
格
の
付
与
は
、
検
事
正
又
は
法
院
検
事
長
の
提
案
に
よ
り
、
管
轄
の
裁
判
所
、
裁
判
所
検
事
局
、

控
訴
院
の
す
べ
て
の
司
法
官
（
裁
判
官
及
び
検
察
官
）
の
総
会
が
行
う
（
第
一
五
―
六
条
）」
と
規
定
さ
れ
た
。
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（
四
）

一
九
九
九
年
六
月
二
三
日
の
刑
事
訴
訟
法
改
正

そ
の
後
、
刑
事
訴
訟
法
の
有
効
性
（
効
率
）
を
強
化
す
る
一
九
九
九
年
六
月
二
三
日
の
法
律
第
五
一
五
号
に
よ
り
刑
事
訴
訟
法
第
四

一
条
は
削
除
さ
れ
、
代
わ
り
に
刑
事
訴
訟
法
第
四
一
―
一
条
な
い
し
第
四
一
―
三
条
が
追
加
さ
れ
、
従
来
の
刑
事
和
解
と
共
に
新
た
に

刑
事
示
談
制
度
が
導
入
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
刑
事
和
解
制
度
に
関
す
る
第
四
一
―
一
条
は
、「
検
事
正
は
、
被
害
者
に
生
じ
た
損
害

の
回
復
、
犯
罪
に
起
因
す
る
紛
争
の
解
決
及
び
犯
罪
者
の
社
会
復
帰
に
寄
与
す
る
と
思
料
す
る
と
き
は
、
公
訴
の
決
定
に
先
立
ち
、
直

接
に
又
は
委
託
（
代
理
）
に
よ
っ
て
、
�
犯
罪
者
に
、
法
律
上
の
義
務
の
遵
守
を
要
求
す
る
こ
と
、
�
犯
罪
者
を
、
保
健
衛
生
機
関
、

社
会
機
関
そ
の
他
の
職
業
機
関
へ
行
く
よ
う
仕
向
け
る
こ
と
、
�
犯
罪
者
に
、
そ
の
生
活
状
態
を
法
律
ま
た
は
規
則
に
照
ら
し
て
正
常

な
も
の
に
す
る
よ
う
求
め
る
こ
と
、
�
犯
罪
者
に
、
自
己
の
犯
罪
か
ら
生
じ
た
損
害
の
回
復
を
命
じ
る
こ
と
、
�
当
事
者
の
同
意
を
得

て
、
犯
罪
者
と
被
害
者
と
の
間
で
和
解
を
行
わ
せ
る
こ
と
」
等
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
、
そ
の
措
置
は
、
公
訴
時
効
期

間
を
停
止
す
る
と
し
た
。

次
に
、
刑
事
示
談
に
関
す
る
第
四
一
―
二
条
は
、
刑
事
示
談
に
付
す
る
こ
と
の
で
き
る
犯
罪
を
「
刑
法
第
二
二
二
―
一
一
条
（
八
日

を
超
え
る
労
働
不
能
を
引
き
起
こ
す
暴
行
�
筆
者
注
、
以
下
同
様
）、
二
二
二
―
一
三
条
（
八
日
を
超
え
る
労
働
不
能
を
引
き
起
こ
さ

な
い
暴
行
）
一
項
な
い
し
一
〇
項
、
二
二
二
―
一
六
条
（
電
話
・
騒
音
の
反
復
に
よ
る
侵
害
）、
二
二
二
―
一
七
条
（
脅
迫
）、
二
二
二

―
一
八
条
一
項
（
加
重
的
脅
迫
）、
二
二
七
―
三
条
な
い
し
二
二
七
―
七
条
（
家
族
の
遺
棄
、
住
居
変
更
の
不
通
告
、
子
の
引
渡
し
拒

否
、
住
居
変
更
の
不
通
知
、
尊
属
に
よ
る
子
の
奪
取
）、
二
二
七
―
九
条
な
い
し
二
二
七
―
一
一
条
（
子
の
不
法
拘
束
、
親
権
を
剥
奪

さ
れ
た
者
に
よ
る
子
の
不
法
拘
束
、
未
遂
）、
三
一
一
―
三
条
（
詐
欺
未
遂
）、
三
一
三
―
五
条
（
役
務
の
不
正
提
供
�
無
銭
飲
食
や
タ

ク
シ
ー
の
無
賃
乗
車
等
）、
三
一
四
―
五
条
（
質
物
の
破
壊
・
横
領
）、
三
一
四
―
六
条
（
差
押
物
の
破
壊
・
横
領
）、
三
二
二
―
一
条

（
破
壊
・
毀
損
・
毀
棄
）、
三
二
二
―
二
条（
三
二
二
―
一
条
の
客
体
に
よ
る
加
重
）、
三
二
二
―
一
二
条
な
い
し
三
二
二
―
一
四
条（
破
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壊
等
に
関
す
る
脅
迫
、
破
壊
等
に
関
す
る
強
要
、
破
壊
・
災
害
等
に
関
す
る
虚
偽
の
警
告
）、
四
三
三
―
五
条
な
い
し
四
三
三
―
七
条

（
公
務
員
に
対
す
る
侮
辱
、
反
抗
、
集
団
反
抗
）、
及
び
五
二
一
―
一
条
（
動
物
虐
待
）」
と
規
定
し
、
そ
の
措
置
を
、「
�
国
庫
に
示

談
罰
金
（am

en
de

de
com

position

）
を
納
め
る
こ
と
。
た
だ
し
、
そ
の
額
は
二
万
五
、
〇
〇
〇
フ
ラ（
１５
）

ン
又
は
法
定
罰
金
額
の
最
高

額
の
半
分
を
超
え
る
こ
と
は
で
き
ず
、
犯
罪
の
重
大
性
、
犯
罪
者
の
資
力
及
び
負
担
の
程
度
に
応
じ
て
決
定
さ
れ
る
。
そ
の
納
付
は
、

一
年
以
内
で
検
事
正
が
定
め
た
期
日
内
で
分
割
し
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
、
�
犯
罪
を
行
う
た
め
に
使
用
し
た
又
は
使
用
す
べ
き
で
あ

っ
た
物
、
若
し
く
は
犯
罪
か
ら
生
じ
た
物
の
没
収
、
�
四
ヶ
月
を
超
え
な
い
期
間
、
大
審
裁
判
所
書
記
官
に
運
転
免
許
証
、
狩
猟
免
許

証
を
預
け
る
こ
と
、
�
六
ヶ
月
を
超
え
な
い
期
間
、
自
治
体
の
た
め
に
最
大
六
〇
時
間
の
公
益
奉
仕
労
働
を
行
う
こ
と
」
と
し
た
。

ま
た
、
同
条
は
、
被
害
者
が
特
定
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
検
事
正
が
、
行
為
者
に
対
し
て
、
六
ヶ
月
を
超
え
な
い
期
間
で
犯
罪
か
ら

生
じ
た
損
害
の
賠
償
を
提
案
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
や
、
こ
の
提
案
は
、
司
法
警
察
職
員
に
よ
っ
て
書
面
で
提
案
さ
れ
る
こ
と
も

あ
り
う
る
が
、
犯
罪
者
の
警
察
留
置
（garde

à
vu

e

）
の
期
間
に
な
さ
れ
て
は
な
ら
ず
、
そ
の
違
反
は
手
続
き
の
無
効
を
招
来
す
る

こ
と
、
行
為
者
は
、
同
意
を
与
え
る
前
に
弁
護
士
の
援
助
を
受
け
ら
れ
る
こ
と
を
告
知
さ
れ
る
こ
と
、
行
為
者
が
同
意
し
た
場
合
、
検

事
正
は
、
裁
判
所
長
に
対
し
て
、
示
談
の
有
効
化
（validation

de
la

com
position

）
を
請
求
す
る
こ
と
、
裁
判
所
長
は
、
各
々
の

弁
護
士
に
付
き
添
わ
れ
た
行
為
者
及
び
被
害
者
の
聴
聞
を
行
う
こ
と
が
で
き
、
裁
判
所
長
が
刑
事
示
談
の
有
効
化
を
認
め
る
決
定
を
下

し
た
場
合
に
は
決
定
さ
れ
た
措
置
が
執
行
さ
れ
、
そ
れ
以
外
の
場
合
に
は
刑
事
示
談
の
提
案
は
失
効
す
る
こ
と
、
裁
判
所
長
の
決
定
に

は
、
抗
告
を
申
し
立
て
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
、
行
為
者
が
刑
事
示
談
を
認
め
な
い
場
合
や
同
意
を
与
え
た
後
に
決
定
さ
れ
た
措
置

を
完
全
に
遂
行
し
な
い
場
合
は
、
検
事
正
が
そ
の
後
の
刑
事
手
続
き
に
つ
い
て
評
価
す
る
が
、
そ
の
後
に
起
訴
や
有
罪
判
決
が
続
い
た

場
合
、
行
為
者
に
よ
っ
て
す
で
に
な
さ
れ
た
奉
仕
労
働
や
支
払
わ
れ
た
金
銭
な
ど
が
考
慮
さ
れ
う
る
こ
と
、
公
訴
時
効
は
、
検
事
正
が

刑
事
示
談
を
提
案
し
た
日
か
ら
そ
の
履
行
の
た
め
に
課
さ
れ
た
期
間
が
終
了
す
る
ま
で
停
止
さ
れ
る
こ
と
、
刑
事
示
談
の
履
行
は
、
公

フランスの刑事和解（一）

（阪大法学）５４（１―６９）６９〔２００４．５〕



訴
権
を
消
滅
さ
せ
る
が
、
私
訴
権
者
に
よ
る
軽
罪
裁
判
所
へ
の
直
接
呼
出
し
の
権
利
を
妨
げ
な
い
こ
と
」
等
が
規
定
さ
れ
た
。

さ
ら
に
、「
刑
事
示
談
手
続
き
は
、
同
様
に
、
違
警
罪
と
し
て
の
暴
力
行
為
、
器
物
損
壊
に
対
し
て
も
適
用
さ
れ
う
る
。
そ
の
場
合
、

示
談
罰
金
の
最
高
額
は
、
五
、
〇
〇
〇
フ
ラ
ン
又
は
法
定
罰
金
額
の
最
高
額
の
半
分
を
超
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
運
転
免
許
証
又
は

狩
猟
免
許
証
の
提
出
も
二
ヶ
月
を
超
え
る
こ
と
は
で
き
ず
、
最
大
三
〇
時
間
の
公
益
奉
仕
労
働
も
三
ヶ
月
を
超
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

有
効
化
の
申
請
は
、
小
審
裁
判
所
裁
判
官
に
対
し
て
な
さ
れ
る
（
第
四
一
―
三
条
）」
と
さ
れ
た
。

（
五
）

二
〇
〇
一
年
以
降
の
デ
ク
レ
お
よ
び
通
達

最
後
に
、
検
事
正
の
代
理
者
及
び
和
解
人
並
び
に
刑
事
示
談
に
関
し
て
刑
事
訴
訟
法
を
改
正
す
る
二
〇
〇
一
年
一
月
二
九
日
の
デ
ク

レ
第
七
一
号
に
よ
り
、
い
く
つ
か
の
重
要
な
改
正
が
あ
っ
た
の
で
紹
介
す
る
。
本
デ
ク
レ
は
一
二
条
か
ら
な
り
、
そ
の
二
条
に
よ
っ
て

「
刑
事
訴
訟
法
第
一
編
第
一
部
に
第
二
章
『
検
察
官
』
を
追
加
す
る
」
と
規
定
し
、
い
わ
ゆ
る
刑
事
示
談
を
拡
大
・
強
化
す
る
方
向
で

詳
細
な
規
定
を
追
加
し
た
。
第
二
章
は
、
第
一
節
「
検
事
正
の
代
理
者
及
び
和
解
人
」、
第
二
節
「
刑
事
示
談
」
に
分
か
れ
、
第
二
節

は
、
第
一
款
「
措
置
の
提
案
」、
第
二
款
「
措
置
の
有
効
化
」、
第
三
款
「
措
置
の
執
行
」
に
分
か
れ
る
。

ま
ず
、
第
一
節
「
検
事
正
の
代
理
者
及
び
和
解
人
」
で
は
、
検
事
正
の
代
理
（délégu

és
du

procu
reu

r

）
と
し
て
の
資
格
を
持

っ
た
自
然
人
、
協
会
は
、
第
四
一
―
一
条
一
項
な
い
し
四
項
な
ら
び
に
刑
事
示
談
に
関
す
る
第
四
一
―
二
条
及
び
第
四
一
―
三
条
に
規

定
さ
れ
た
職
務
を
行
う
た
め
に
検
事
正
か
ら
任
命
さ
れ
る
と
さ
れ
、
検
事
正
の
和
解
人
（m

édiateu
r

）
と
し
て
の
資
格
を
持
っ
た
自

然
人
、
協
会
は
、
第
四
一
―
一
条
五
項
に
規
定
さ
れ
た
職
務
を
行
う
た
め
に
検
事
正
か
ら
任
命
さ
れ
る
と
さ
れ
た
（
R.
一
五
―
一
五
三

三
―
三
〇
条
）。
ま
た
、
自
然
人
ま
た
は
法
人
が
こ
れ
ら
の
資
格
の
付
与
を
希
望
す
る
際
の
手
続
き
、
必
要
書
類
、
秘
密
保
持
義
務
等

に
つ
い
て
は
、
ほ
と
ん
ど
前
述
の
一
九
九
六
年
四
月
一
〇
日
の
デ
ク
レ
の
内
容
が
踏
襲
さ
れ
た
が
、
三
つ
の
資
格
要
件
（
専
門
家
と
し
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て
法
的
活
動
に
従
事
し
て
い
な
い
こ
と
、
有
罪
判
決
、
無
能
力
及
び
失
権
対
象
者
で
は
な
い
こ
と
、
能
力
・
独
立
性
・
公
平
性
の
保
障
）

の
ほ
か
に
、「
少
年
手
続
き
に
関
与
す
る
資
格
者
は
、
少
年
問
題
に
造
詣
が
深
い
こ
と
（
R.
一
五
―
三
三
―
三
二
条
）」
と
い
う
要
件
が

追
加
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
い
わ
ゆ
る
少
年
事
件
に
お
い
て
も
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
刑
事
和
解
手
続
が
積
極
的
に
推
進
さ
れ
て
い
る

こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
さ
ら
に
、
資
格
付
与
の
場
合
だ
け
で
な
く
、
資
格
剥
奪
の
場
合
に
も
、
管
轄
の
裁
判
所
、
裁
判
所
検
事
局
、
控
訴

院
の
す
べ
て
の
司
法
官
（
裁
判
官
及
び
検
察
官
）
の
総
会
が
決
定
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
（
R.
一
五
―
三
三
―
三
七
条
）。

次
に
、
第
二
節
「
刑
事
示
談
」
は
、
第
一
款
「
措
置
の
提
案
」
に
お
い
て
、
刑
事
示
談
を
提
案
さ
れ
た
被
疑
者
は
、
希
望
す
れ
ば
弁

護
士
の
援
助
を
受
け
、
同
意
す
る
か
ど
う
か
の
決
定
の
前
に
一
〇
日
間
の
考
慮
期
間
が
与
え
ら
れ
る
が
、
一
〇
日
後
に
再
出
頭
し
な
い

場
合
は
拒
否
と
み
な
さ
れ
る
と
規
定
し
た
（
R.
一
五
―
三
三
―
三
九
条
）。
ま
た
、
刑
事
示
談
の
た
め
の
調
書
（procès-verbal

）
に

は
、
�
被
疑
事
実
及
び
罪
状
、
�
提
案
さ
れ
る
措
置
と
期
間
、
�
損
害
賠
償
額
ま
た
は
賠
償
措
置
、
�
同
意
の
決
定
前
に
弁
護
人
依
頼

権
や
一
〇
日
間
の
考
慮
期
間
に
つ
い
て
告
知
さ
れ
た
こ
と
、
�
刑
事
示
談
の
提
案
が
大
審
裁
判
所
長
ま
た
は
小
審
裁
判
官
の
有
効
化
の

審
査
に
付
さ
れ
る
と
告
知
さ
れ
た
こ
と
、
�
大
審
裁
判
所
長
ま
た
は
小
審
裁
判
官
の
決
定
及
び
措
置
の
執
行
期
限
は
決
定
の
送
達
の
日

か
ら
起
算
さ
れ
る
と
告
知
さ
れ
た
こ
と
等
が
記
載
さ
れ
、
行
為
者
及
び
検
事
正
ま
た
は
そ
の
代
理
者
ま
た
は
和
解
人
に
よ
っ
て
署
名
さ

れ
、
そ
の
写
し
が
行
為
者
に
与
え
ら
れ
る
」
と
規
定
さ
れ
た
（
R.
一
五
―
三
三
―
四
〇
条
）。
ま
た
、
被
害
者
自
身
も
裁
判
官
の
聴
聞

を
受
け
る
権
利
や
弁
護
士
の
援
助
を
得
る
権
利
を
告
知
さ
れ
る
（
R.
一
五
―
三
三
―
四
五
条
）。
ま
た
、
第
二
款
は
裁
判
所
に
よ
っ
て

行
わ
れ
る
「
措
置
の
有
効
化
」
に
関
す
る
三
条
か
ら
成
り
、
第
三
款
「
措
置
の
執
行
」
は
、
刑
事
示
談
で
提
案
さ
れ
た
各
措
置
の
執
行

方
法
に
つ
い
て
規
定
し
（
R.
一
五
―
三
三
―
五
一
〜
五
七
条
）、
こ
れ
ら
の
措
置
は
、
検
事
正
に
よ
っ
て
任
命
さ
れ
た
代
理
者
ま
た
は

和
解
人
に
よ
っ
て
監
視
さ
れ
る
と
す
る
（
R.
一
五
―
三
三
―
四
九
条
）。
そ
し
て
、
措
置
が
完
全
に
遂
行
さ
れ
た
場
合
は
、
検
事
正
に

任
命
さ
れ
た
者
が
確
認
し
、
検
事
正
が
そ
の
結
果
で
あ
る
公
訴
権
の
消
滅
を
行
為
者
及
び
被
害
者
に
通
知
す
る
と
規
定
す
る
（
R.
一
五

フランスの刑事和解（一）
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―
三
三
―
五
八
条
）。

最
後
に
第
六
条
は
、
交
通
費
の
他
に
検
事
正
の
代
理
者
及

び
和
解
人
に
支
払
わ
れ
る
報
酬
額
に
つ
い
て
、
刑
事
訴
訟
法

第
四
一
―
一
条
に
規
定
す
る
法
的
義
務
遵
守
の
要
求
の
場
合

に
五
〇
フ
ラ
ン
（
約
一
、
〇
〇
〇
円
�
筆
者
注
）、
保
健
衛

生
機
関
、
社
会
機
関
そ
の
他
の
職
業
機
関
へ
の
誘
導
、
生
活

状
態
の
正
常
化
の
要
求
、
損
害
回
復
命
令
の
場
合
は
一
〇
〇

フ
ラ
ン
、
犯
罪
者
と
被
害
者
と
の
間
で
和
解
を
行
わ
せ
た
場

合
は
二
五
五
フ
ラ
ン
等
と
規
定
す
る
（
刑
事
訴
訟
法
第
R.
一

二
一
―
二
条
と
し
て
追
加
）
が
、
こ
れ
ら
の
額
を
見
て
も
、

刑
事
和
解
（
和
解
及
び
示
談
）
制
度
が
ほ
と
ん
ど
ボ
ラ
ン
テ

ィ
ア
に
よ
っ
て
運
営
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。

四

運
用
状
況

本
章
で
は
、
刑
事
和
解
を
中
心
と
す
る
フ
ラ
ン
ス
の
起
訴

代
替
手
続
の
運
用
状
況
に
つ
い
て
述
べ
る
。
ま
ず
初
め
に
、

フ
ラ
ン
ス
全
体
の
本
手
続
利
用
に
つ
い
て
の
概
数
を
、
表
一

に
掲
げ
る
。

表１ フランスの刑事代替手
（１６）
続

２００１

４，９４４，７２１

３，６１６，８７３

１，３２７，８４８

２６９，９９６

３３，４８６

４，９７２

４，０３８

７，４９７

３８，８２３

１２９，０２１

５２，１５９

２０００

４，６１１，３８３

３，３１８，５７５

１，２９２，８０８

２５０，０５１

３３，３９１

４，７７２

３，６０６

５，２９１

３７，４２４

１１６，６９４

４８，８７３

１９９９

４，５８６，８５４

３，３２３，９０６

１，２６２，９４８

２１４，１０８

３０，３３４

４，２９６

４，１８３

３，１１５

３４，９７１

９５，８６３

４１，３４６

１９９８

４，５６６，９８８

３，３７２，９９４

１，１９３，９９４

１６３，７９９

２５，９７２

３，１６８

４，２５４

１，７７１

３３，４７５

６２，４７１

３２，６６８

１９９７

３，０５４，２４２

１０１，３４１

４８，１４５

１１，８７４

８，０５２

１９９６

３，１１１９，１３５

９０，１２８

３８，９１８

７，８４０

８，８１２

年

検事局取扱事
件数

起訴すべきで
ない事件

起訴すべき事
件

代替手続き

そのうち、刑
事和解

未成年者に対
する刑事和解

治 療 命 令

保健・社会・
職業施設紹介

状 況 回 復

法律遵守要求
・警告

そ の 他

論 説
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こ
の
表
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
検
事
局
取
扱
事
件
数
が
さ
ほ
ど
変
化
し
な
い
の
に
対
し
、
刑
事
代
替
手
続
き
は
、
一
九
九
六
年
の
九

〇
、
一
二
八
件
か
ら
二
〇
〇
一
年
の
二
六
万
九
、
九
九
六
件
ま
で
三
倍
近
い
増
加
を
示
し
て
い
る
。
そ
の
う
ち
、
未
成
年
者
に
対
す
る

刑
事
和
解
（R

éparation
s

des
m

in
eu

rs

）
及
び
治
療
命
令
は
む
し
ろ
減
っ
て
い
る
が
、
保
健
・
社
会
・
職
業
施
設
紹
介
は
四
倍
以

上
に
、
法
律
遵
守
要
求
・
警
告
は
、
二
倍
以
上
の
伸
び
を
示
し
て
い
る
。

（
一
）

パ
リ
で
の
現
地
調
査

１

ボ
ビ
ニ
ー
大
審
裁
判
所

フ
ラ
ン
ス
で
、
最
初
に
実
際
の
刑
事
和
解
の
現
場
を
見
学
し
た
の
は
、
パ
リ

郊
外
の
ボ
ビ
ニ
ー
大
審
裁
判
所
（T

ribu
n

al
de

gran
de

in
stan

ce
de

B
obign

y

）
で
あ
る
。
こ
の
裁
判
所
に
行
く
こ
と
と
な
っ
た
経
緯
は
、
刑
事
和

解
に
関
す
る
調
査
・
研
究
の
た
め
に
選
ん
だ
パ
リ
第
二
大
学
の
裁
判
外
紛
争
解

決
制
度
研
究
所
（C

E
M

A
R

（
１７
）

C

）
の
ゴ
ズ
ィ
ー
（G

H
O

Z
I

）
教（
１８
）

授
よ
り
、
パ
リ

控
訴
院
名
誉
法
院
検
事
で
あ
る
ア
ロ
ワ
（A

lloy

）
氏
を
紹
介
さ
れ
、
彼
が
刑

事
和
解
を
担
当
す
る
ボ
ビ
ニ
ー
大
審
裁
判
所
へ
同
行
す
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で

あ
る
。

ま
ず
、
ボ
ビ
ニ
ー
は
パ
リ
国
際
空
港
に
近
く
、
昔
か
ら
移
民
が
多
く
住
み
、

そ
の
二
世
、
三
世
に
よ
る
非
行
が
多
発
、
治
安
も
非
常
に
悪
い
と
い
う
フ
ラ
ン

ス
の
抱
え
る
郊
外
問
題
の
典
型
的
な
都
市
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
土
地
柄
を
反

表２ ボビニー裁判所における刑事和解〈２００１年〉

少年刑事和解

３，３２６

２，４５１（９２）

４９（２）

１６４（６）

３，０１８（８６）

４７２（１４）

３，２０５（９２）

２８５（８）

通常刑事和解（％）

８，８１２（１００）

５，３３９（６０）

８６１（１０）

２，６１２（３０）

８，３２５（８７）

１，２６５（１３）

６，４２２（６７）

３，１６８（３３）

総 数〈件〉（％）

通 常 事 件（％）

移 送 事 件（％）

再 和 解 等（％）

男 性（％）

女 性（％）

当事者出席（％）

当事者欠席（％）

フランスの刑事和解（一）
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映
し
て
裁
判
所
の
軽
微
な
刑
事
事
件
取
扱
件
数
は

年
々
増
加
し
、
検
事
の
負
担
増
大
が
刑
事
和
解
制
度

推
進
の
引
金
に
な
っ
た
と
い
う
。

ア
ロ
ワ
氏
か
ら
提
供
を
受
け
た
膨
大
な
資
料
か
ら
、

二
〇
〇
一
年
中
に
本
大
審
裁
判
所
で
取
り
扱
わ
れ
た

刑
事
和
解
件
数
を
表
二
に
、
罪
名
別
和
解
件
数
を
表

三
に
掲
げ
る
。

ボ
ビ
ニ
ー
大
審
裁
判
所
へ
は
、
二
〇
〇
二
年
九
月

一
一
日
と
一
八
日
に
二
回
訪
れ
、
一
一
日
は
午
前
中

に
ア
ロ
ワ
氏
の
行
う
刑
事
和
解
を
、
午
後
は
ル
ソ
ー

検
事
代
理
（
退
職
警
察
官
）
の
行
う
刑
事
示
談
を
見

学
し
た
。
一
八
日
は
、
午
前
中
、
検
事
局
で
複
数
の

検
事
が
警
察
署
か
ら
直
接
電
話
を
受
け
、
そ
の
場
で
手
続
き
を
即
決
す
る
様
子
を
見
学
し
、
午
後
は
、「S

O
S

V
ictim

e
93

」（
後
述

２

ボ
ビ
ニ
ー
被
害
者
支
援
組
織
参
照
）
所
長
ナ
サ
バ
ル
氏
の
行
う
刑
事
和
解
を
見
学
し
た
。

（
１
）

刑
事
和
解

ま
ず
、
ボ
ビ
ニ
ー
大
審
裁
判
所
の
刑
事
和
解
の
様
子
は
、
ア
ロ
ワ
氏
が
行
う
も
の
も
ナ
サ
バ
ル
氏
が
行
う
も
の
も
基
本
的
に
同
様
で

あ
っ
た
。
和
解
人
（m

édiateu
r

）
は
、
机
と
椅
子
、
戸
棚
が
あ
る
八
畳
ほ
ど
の
細
長
い
部
屋
を
割
り
当
て
ら
れ
て
い
る
。
ア
ロ
ワ
氏

の
部
屋
に
は
、
同
氏
が
元
フ
ラ
ン
ス
空
軍
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
技
師
か
ら
法
務
教
官
を
経
て
司
法
省
に
入
り
、
司
法
省
や
裁
判
所
の
Ｉ
Ｔ

表３ 罪名別和解件数

少年刑事和解

３，９９０

５４２

１，２０１

―

７３

１７５

１９５

―

８４

２９７

５８

１９２

１３９

通常刑事和解

１０，４１０

３，１１７

１，８１５

７６５

５５８

５２４

５０４

３９９

３３２

３２２

２５２

２２８

２０２

総犯罪数〈件〉

暴 行

窃盗及び関連犯罪

器物等損壊

公務執行妨害

銃 器 所 持

道交法違反

そ の 他

脅 迫

詐 欺

武器を伴う暴行

市民に対する脅迫

薬 物 犯 罪

論 説
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化
促
進
の
中
心
的
役
割
を
担
っ
た
と
い
う
経
歴
を
持
つ
だ
け
あ
っ
て
、
パ
ソ
コ
ン
が
備
え
付
け
ら
れ
、
書
類
も
す
べ
て
電
子
化
さ
れ
て

い
た
が
、
退
職
教
員
で
あ
る
ナ
サ
バ
ル
氏
の
部
屋
に
は
パ
ソ
コ
ン
は
な
く
、
書
類
も
す
べ
て
手
書
き
で
あ
っ
た
。

ア
ロ
ワ
氏
は
九
時
頃
部
屋
に
入
り
、
秘
書
が
そ
の
日
の
来
訪
予
定
を
告
げ
、
関
係
書
類
を
持
っ
て
く
る
。
そ
の
予
定
に
し
た
が
っ
て
、

和
解
を
行
う
。
筆
者
が
そ
の
日
に
見
学
し
た
二
組
は
、
い
ず
れ
も
「
暴（
１９
）

行
」の
事
例
で
あ
っ
た
。
一
組
目
は
、
黒
人
の
女
性
二
人
で
、

二
〇
代
の
若
い
女
性
が
同
じ
ア
パ
ー
ト
の
階
下
に
住
む
六
〇
代
の
年
金
生
活
者
の
女
性
に
暴
行
を
受
け
た
と
告
訴
し
、
検
事
局
か
ら
和

解
に
回
さ
れ
た
事
案
で
あ
っ
た
。
ア
ロ
ワ
氏
は
、
穏
や
か
に
被
疑
者
お
よ
び
被
害
者
双
方
に
話
し
か
け
、
事
件
の
原
因
を
聞
き
出
し
て

い
っ
た
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
被
疑
者
の
六
〇
代
女
性
は
、
二
〇
代
女
性
が
仕
事
か
ら
帰
っ
た
夜
一
〇
時
頃
や
出
勤
前
の
朝
六
時
頃
に
掃

除
機
を
か
け
た
り
部
屋
の
模
様
替
え
を
し
て
い
る
よ
う
な
物
音
に
悩
ま
さ
れ
、
彼
女
の
両
親
や
兄
弟
た
ち
が
狭
い
部
屋
に
大
勢
出
入
り

し
て
い
る
と
主
張
し
て
、
何
度
も
口
論
を
繰
り
返
し
た
挙
句
に
苛
立
ち
、
若
い
女
性
の
顔
面
を
殴
打
し
た
と
い
う
。
被
害
女
性
は
小
奇

麗
な
部
屋
の
写
真
を
見
せ
て
「
一
人
で
住
ん
で
お
り
、
家
族
は
い
な
い
」
と
主
張
し
、
診
断
書
を
示
し
て
、
治
療
費
と
慰
謝
料
と
し
て

三
、
〇
〇
〇
ユ
ー（
２０
）

ロ
を
要
求
し
た
が
、
被
疑
者
側
が
拒
否
し
た
た
め
、
和
解
は
不
調
に
終
わ
っ
た
。

二
組
目
は
、
三
〇
歳
く
ら
い
の
若
い
男
性
が
、
隣
人
で
あ
る
五
八
歳
の
男
性
か
ら
暴
行
を
受
け
た
と
告
訴
し
た
事
例
で
あ
る
。
パ
ン

職
人
の
五
八
歳
男
性
と
若
い
男
性
は
隣
人
同
士
で
、
五
八
歳
男
性
と
八
三
歳
に
な
る
若
い
男
性
の
祖
母
が
三
年
前
に
結
婚
し
て
隣
の
部

屋
に
住
み
始
め
て
か
ら
、
そ
の
女
性
の
五
〇
代
の
娘
と
孫
（
被
害
者
の
男
性
）
と
の
い
さ
か
い
が
絶
え
な
く
な
っ
た
と
い
う
。
加
害
者

の
男
性
は
、
廊
下
で
待
っ
て
い
た
妻
（
八
三
歳
の
女
性
）
を
引
き
入
れ
て
ア
ロ
ワ
氏
に
紹
介
し
、
三
人
が
筆
者
た
ち
の
前
で
、
議
論
を

始
め
た
。
今
回
の
暴
行
事
件
も
犬
の
し
つ
け
が
悪
い
と
五
八
歳
の
男
性
が
（
義
理
の
孫
に
当
た
る
）
若
い
男
性
に
注
意
を
し
た
こ
と
か

ら
口
論
に
な
り
、
五
八
歳
の
男
性
が
若
い
男
性
を
突
き
飛
ば
し
て
転
倒
さ
せ
た
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
結
局
ア
ロ
ワ
氏
が
、
若
い
被

害
男
性
に
対
し
、
傷
害
も
な
い
軽
い
暴
行
で
あ
る
し
、
被
疑
者
も
反
省
し
て
二
度
と
手
を
出
さ
な
い
と
誓
っ
て
い
る
の
で
許
し
て
や
る

フランスの刑事和解（一）
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よ
う
に
と
説
得
し
、
告
訴
の
取
り
下
げ
と
い
う
形
で
決
着
し
た
。
こ
れ
を
ア
ロ
ワ
氏
が
す
ぐ
に
パ
ソ
コ
ン
に
打
ち
込
ん
で
記
入
し
、
プ

リ
ン
ト
ア
ウ
ト
し
た
書
類
を
双
方
に
読
み
聞
か
せ
、
異
議
が
な
け
れ
ば
三
部
の
書
類
に
和
解
人
、
被
疑
者
、
被
害
者
が
署
名
し
、
一
部

ず
つ
を
保
管
し
て
手
続
き
は
終
わ
っ
た
。
当
事
者
が
部
屋
を
出
て
行
っ
た
瞬
間
、
我
々
は
顔
を
見
合
わ
せ
て
噴
き
出
し
て
し
ま
っ
た
が
、

ア
ロ
ワ
氏
に
、「
刑
事
和
解
に
は
、
こ
の
よ
う
な
人
間
ド
ラ
マ
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
事
件
が
裁
判
に
な
じ
ま
な
い
こ
と
が
よ
く
お
分

か
り
で
す
よ
ね
？
」
と
言
わ
れ
、
何
冊
の
刑
事
和
解
に
関
す
る
本
を
読
ん
で
も
決
し
て
分
か
ら
な
い
実
情
に
触
れ
た
気
が
し
た
も
の
で

あ
る
。

ア
ロ
ワ
氏
と
ナ
サ
バ
ル
氏
に
共
通
す
る
刑
事
和
解
の
特
徴
は
、
終
始
和
や
か
に
行
わ
れ
る
点
で
あ
る
。
被
疑
者
と
被
害
者
が
面
と
向

か
う
た
め
、
時
に
は
興
奮
し
て
言
い
争
い
に
な
る
こ
と
も
あ
る
が
、
そ
れ
を
忍
耐
強
く
な
だ
め
て
解
決
に
持
っ
て
ゆ
く
た
め
に
は
、
和

解
人
の
人
柄
が
重
要
と
な
る
。
そ
の
点
、
和
解
人
が
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
名
誉
職
で
、
あ
る
程
度
功
成
り
名
を
遂
げ
た
人
物
が
退
職
後
に

行
う
シ
ス
テ
ム
と
な
っ
て
い
る
理
由
が
、
よ
く
理
解
で
き
た
。

（
２
）

刑
事
示
談
（C

om
position

pén
ale

）

次
に
、
九
月
一
一
日
の
午
後
、
ボ
ビ
ニ
ー
大
審
裁
判
所
で
ル
ソ
ー
検
事
代
理
（
退
職
警
察
官
）
の
行
う
刑
事
示
談
の
様
子
を
見
学
し

た
。
最
初
の
事
件
の
当
事
者
は
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
か
ら
旅
行
の
た
め
車
で
フ
ラ
ン
ス
へ
来
た
が
、
フ
ラ
ン
ス
国
内
に
入
っ
た
直
後
飲
酒
運

転
で
逮
捕
さ
れ
た
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
で
あ
っ
た
。
フ
ラ
ン
ス
語
が
ほ
と
ん
ど
話
せ
な
い
た
め
、
フ
ラ
ン
ス
語
の
話
せ
る
姉
が
呼
ば
れ
、
通

訳
付
で
刑
事
示
談
を
受
け
入
れ
る
か
ど
う
か
訊
か
れ
、
彼
と
し
て
は
受
け
入
れ
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
表
情
で
同
意
し
た
。
そ
の
内
容

は
、
�
示
談
罰
金
（am

en
de

de
com

position

）
の
納
付
、
�
運
転
免
許
証
の
没
収
で
あ
っ
た
。
運
転
免
許
証
は
大
審
裁
判
所
書
記

官
が
四
ヶ
月
以
内
の
期
間
保
管
し
、
そ
の
後
は
ポ
ー
ラ
ン
ド
国
内
の
フ
ラ
ン
ス
大
使
館
に
送
付
さ
れ
る
の
で
、
そ
こ
へ
取
り
に
来
る
よ

う
指
示
が
出
さ
れ
て
い
た
。
彼
が
去
っ
た
後
、
筆
者
が
ル
ソ
ー
氏
に「
免
許
を
没
収
さ
れ
て
ど
う
や
っ
て
車
と
共
に
帰
国
す
る
の
か
？
」
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と
質
問
す
る
と
、
通
訳
し
た
姉
が
電
車
で
来
て
い
る
の
で
、
彼
女
の
運
転
で
帰
る
の
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

第
二
の
事
件
は
、
Ｓ
Ｎ
Ｃ
Ｆ
（
フ
ラ
ン
ス
国
有
鉄
道
）
の
自
動
改
札
機
を
切
符
を
持
た
ず
に
乗
り
越
え
た
学
生
（
男
性
）
を
駅
員
が

注
意
し
、
逃
げ
よ
う
と
す
る
男
性
の
腕
を
つ
か
ん
だ
駅
員
に
対
し
て
暴
行
を
働
い
た
学
生
が
逮
捕
さ
れ
た
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
こ

の
男
性
に
は
裁
判
所
常
駐
の
弁
護
士
（
こ
の
日
は
若
い
女
性
で
あ
っ
た
）
が
公
費
に
よ
っ
て
付
さ
れ
（
い
わ
ば
被
疑
者
段
階
で
の
国
選

弁
護
と
な
る
）、
被
害
者
側
と
し
て
Ｓ
Ｎ
Ｃ
Ｆ
の
顧
問
弁
護
士
が
同
席
し
た
。
ル
ソ
ー
氏
は
、
被
害
者
側
の
弁
護
士
・
被
疑
者
の
学
生

の
両
者
か
ら
事
情
を
聞
き
、
裁
判
所
常
駐
の
弁
護
士
も
「
い
き
な
り
腕
を
つ
か
ま
れ
て
と
っ
さ
に
振
り
払
っ
た
行
為
が
暴
行
と
評
価
さ

れ
る
の
は
行
き
過
ぎ
だ
」
と
学
生
を
弁
護
し
た
。
し
か
し
、
ル
ソ
ー
氏
は
厳
し
く
、
Ｓ
Ｎ
Ｃ
Ｆ
顧
問
弁
護
士
の
「
無
賃
乗
車
の
人
間
が

逃
げ
な
い
よ
う
に
腕
を
つ
か
む
の
は
当
然
だ
」
と
い
う
主
張
に
同
調
し
て
い
た
。
刑
事
示
談
の
た
め
に
ル
ソ
ー
氏
か
ら
提
案
さ
れ
た
措

置
は
、
二
五
〇
ユ
ー
ロ
の
示
談
罰
金
と
暴
行
を
受
け
た
駅
員
に
対
す
る
二
五
〇
ユ
ー
ロ
の
損
害
賠
償
の
計
五
〇
〇
ユ
ー
ロ
の
支
払
い
で

あ
り
、
示
談
罰
金
の
方
は
分
割
払
い
が
認
め
ら
れ
た
。
学
生
は
し
ぶ
し
ぶ
同
意
し
、
書
類
に
被
疑
者
・
被
害
者
・
検
事
代
理
（
ル
ソ
ー

氏
）
の
三
者
が
署
名
し
、
裁
判
所
長
の
「
有
効
化
（validation

de
la

com
position

）」
の
手
続
き
に
回
さ
れ
た
。

最
後
の
事
件
は
、
一
九
歳
の
無
職
の
少
年
が
「
公
権
力
保
持
者
に
対
す
る
侮
辱
・
反（
２１
）

抗
」
罪
で
逮
捕
さ
れ
た
後
、
刑
事
示
談
に
付
さ

れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
事
実
は
、
被
疑
者
の
六
歳
の
姪
が
二
〇
時
ま
で
小
学
校
に
残
さ
れ
、
何
の
連
絡
も
な
い
ま
ま
母
親
の
代
わ
り
に

被
疑
者
が
迎
え
に
き
た
た
め
、
小
学
校
側
が
引
渡
し
を
拒
否
し
た
と
こ
ろ
少
年
は
激
怒
し
、
暴
力
的
な
言
動
を
教
員
に
向
け
た
た
め
、

警
察
が
呼
ば
れ
た
。
被
害
者
と
し
て
裁
判
所
に
来
て
い
た
二
人
の
若
い
（
二
〇
代
前
半
で
あ
ろ
う
）
制
服
警
察
官
が
少
年
に
帰
宅
し
て

少
女
の
母
親
（
少
年
の
姉
）
を
寄
こ
す
よ
う
説
得
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
少
年
が
興
奮
し
、「
殺
し
て
や
る
」
な
ど
と
怒
鳴
っ
た
た
め
、「
公

権
力
保
持
者
に
対
す
る
侮
辱
・
反
抗
」
罪
で
現
行
犯
逮
捕
し
た
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
少
年
は
そ
の
地
域
の
非
行
少
年
グ
ル
ー
プ
の

一
員
で
、
し
ば
し
ば
地
域
の
警
察
官
と
ト
ラ
ブ
ル
を
起
こ
し
て
い
る
と
い
う
。
少
年
に
も
国
選
弁
護
士
が
つ
い
て
お
り
、「
少
年
は
仕

フランスの刑事和解（一）
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事
の
忙
し
い
姉
に
頼
ま
れ
て
姪
を
迎
え
に
行
っ
た
が
、
小
学
校
の
教
員
た
ち
は
少
年
の
こ
と
を
小
さ
い
頃
か
ら
知
っ
て
お
り
、
少
女
が

少
年
の
姪
だ
と
い
う
こ
と
も
知
っ
て
い
る
の
に
頑
固
に
引
き
渡
そ
う
と
し
な
か
っ
た
た
め
、
少
年
が
激
怒
し
た
も
の
で
、
そ
の
後
に
警

察
を
呼
ぶ
な
ど
少
年
を
刺
激
し
た
結
果
、
逮
捕
さ
れ
る
よ
う
な
事
態
に
至
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
周
囲
の
対
応
が
も
う
少
し
少
年
に
対
し

て
暖
か
い
も
の
で
あ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
結
果
に
は
な
ら
な
か
っ
た
の
だ
」
と
弁
護
し
た
が
、
筆
者
も
そ
の
よ
う
に
感
じ
た
。
し
か
し
、

退
職
警
察
官
の
ル
ソ
ー
氏
は
同
業
の
若
者
に
同
情
し
、
少
年
に
対
し
て
は
終
始
厳
し
く
対
応
し
て
い
た
。
そ
し
て
、
三
〇
〇
ユ
ー
ロ
の

示
談
罰
金
、
警
察
官
一
人
一
人
に
二
〇
〇
ユ
ー
ロ
ず
つ
の
損
害
賠
償
、
二
度
と
二
人
の
警
察
官
に
暴
言
を
は
か
な
い
こ
と
を
提
案
し
、

少
年
は
不
満
そ
う
で
あ
っ
た
が
弁
護
士
に
「
起
訴
さ
れ
る
よ
り
は
よ
い
」
と
説
得
さ
れ
、
最
終
的
に
書
類
に
署
名
し
た
。
少
年
が
出
て

行
っ
た
後
二
人
の
警
察
官
は
上
機
嫌
で
筆
者
に
握
手
を
求
め
、
ル
ソ
ー
氏
は
「
あ
ん
な
奴
ら
の
面
倒
を
日
々
見
て
い
る
の
は
大
変
だ
。

頑
張
っ
て
く
れ
た
ま
え
」
と
激
励
し
て
い
た
が
、
筆
者
は
非
常
に
複
雑
な
思
い
で
あ
っ
た
。
と
い
う
の
も
、
刑
事
示
談
の
問
題
点
で
あ

る
�
公
平
性
の
欠
如
（
検
事
代
理
に
ル
ソ
ー
氏
の
よ
う
な
退
職
警
察
官
が
な
る
場
合
が
多
く
、
警
察
官
が
裁
判
官
を
勤
め
る
よ
う
な
結

果
と
な
り
、
検
察
官
が
裁
判
官
を
勤
め
る
以
上
に
被
害
者
側
寄
り
に
な
る
と
い
う
危
険
が
あ
る
）、
�
被
疑
者
へ
の
刑
事
示
談
へ
の
心

理
的
強
制
に
よ
り
、
裁
判
の
場
で
の
十
分
な
防
御
権
の
行
使
が
妨
げ
ら
れ
る
点
、
が
正
に
見
え
た
よ
う
な
気
が
し
た
か
ら
で
あ
る
。
も

ち
ろ
ん
、
二
〇
〇
一
年
一
月
二
九
日
の
デ
ク
レ
に
規
定
さ
れ
る
よ
う
に
、
被
疑
者
は
希
望
す
れ
ば
弁
護
士
の
援
助
を
受
け
、
同
意
す
る

か
ど
う
か
の
決
定
の
前
に
一
〇
日
間
の
考
慮
期
間
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
が
す
べ
て
の
事
件
に
お
い
て
告
知
さ
れ
て
い
た
が
、
筆
者
が
見

学
し
た
事
件
で
は
皆
、
即
座
に
署
名
し
て
い
た
。

２

ボ
ビ
ニ
ー
被
害
者
支
援
組
織

ボ
ビ
ニ
ー
大
審
裁
判
所
を
訪
問
し
た
際
、
偶
然
で
あ
る
が
、
地
元
の
被
害
者
支
援
団
体
「S

O
S

V
ictim

e
93

」
所
長
で
あ
る
ナ
サ

バ
ル
氏
（
前
述
の
よ
う
に
、
刑
事
和
解
人
も
務
め
て
い
る
）
よ
り
、
日
本
か
ら
来
た
全
国
の
都
道
府
県
警
の
日
本
人
警
察
官
一
二
人
を
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迎
え
て
行
う
被
害
者
支
援
団
体
に
関
す
る
講
演
が
裁
判
所
内
で
あ
る
と
聞
き
、
飛
び
入
り
で
参
加
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
そ
こ
で
の
講

演
内
容
を
中
心
に
、
ボ
ビ
ニ
ー
被
害
者
支
援
組
織
「S

O
S

V
ictim

e
93

」
の
概
要
を
紹
介
す
る
。

ま
ず
、
一
般
的
な
被
害
者
支
援
に
つ
い
て
説
明
が
あ
り
、
被
害
者
支
援
の
利
点
は
、
煩
雑
な
裁
判
手
続
き
を
経
る
こ
と
な
く
、
被
害

者
に
対
す
る
損
害
賠
償
が
得
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
と
い
う
。
フ
ラ
ン
ス
で
は
各
県
に
一
つ
の
被
害
者
支
援
団
体
事
務
所
及
び
病
院
併
設

の
事
務
所
が
置
か
れ
、
警
察
署
で
被
害
者
が
被
害
届
け
を
出
す
際
、
警
察
官
が
被
害
者
支
援
団
体
の
連
絡
先
を
伝
え
る
と
い
う
連
携
が

確
立
し
て
い
る
。
次
に
、
こ
の
団
体
の
説
明
で
あ
る
が
、「S

O
S

V
ictim

e
93

」
は
、
フ
ラ
ン
ス
全
土
を
統
括
す
る
被
害
者
支
援
組
織

で
あ
るIN

A
V

E

（
２２
）

M

（In
stitu

t
N

ation
ald’A

ide
au

x
V

ictim
e

et
de

M
édiation

、
イ
ナ
ヴ
ェ
ム
と
読
む
�
筆
者
注
）
の
下
部

組
織
で
あ
る
。
そ
の
規
模
は
、
一
四
人
の
有
給
職
員
に
よ
っ
て
運
営
さ
れ
て
い
る
。
有
給
職
員
の
内
訳
は
、
事
務
局
長
一
人
、
若
手
の

法
学
士
（Ju

riste

）
三
人
、
心
理
学
専
門
家
で
あ
る
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
一
人
と
若
手
心
理
学
士
六
人
の
計
七
人
、（
ほ
と
ん
ど
無
報

酬
の
）
調
停
（
和
解
）
人
三
人
で
あ
る
。
こ
の
説
明
に
よ
る
と
、
会
長
、
所
長
は
、
ほ
ぼ
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。

他
の
地
域
で
は
職
員
も
相
当
数
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
頼
っ
て
い
る
現
状
で
あ
る
が
、
ボ
ビ
ニ
ー
地
区
で
は
検
事
局
の
要
求
に
よ
り
す
べ

て
専
従
職
員
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
理
由
は
、
四
〇
〇
�
の
中
に
一
四
〇
万
人
の
人
口
を
抱
え
る
パ
リ
郊
外
の
当
地
区
は
、
犯
罪
が
多

発
し
、
専
門
家
の
関
与
を
必
要
と
す
る
か
ら
で
あ
る
と
い
う
。
予
算
の
規
模
は
、
毎
年
三
〇
〇
万
フ
ラ
ン
（
約
六
〇
〇
〇
万
円
�
筆
者

注
）
で
、
司
法
省
予
算
が
八
割
以
上
を
占
め
、
県
予
算
、
市
町
村
予
算
が
二
割
弱
で
あ
り
、
一
般
人
や
民
間
企
業
の
寄
付
金
は
受
け
付

け
て
い
な
い
。
通
常
の
協
会
（association

）
は
、
会
員
の
会
費
で
経
営
さ
れ
る
が
、「S

O
S

V
ictim

e
93

」
は
す
べ
て
公
的
資
金
で

運
営
さ
れ
る
点
か
ら
も
、
公
的
性
格
が
強
い
。
た
だ
、
ス
タ
ッ
フ
養
成
予
算
は
別
に
あ
り
、IN

A
V

E
M

が
提
案
す
る
養
成
プ
ロ
グ
ラ

ム
を
実
施
す
る
こ
と
が
多
い
が
、
独
自
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
も
あ
る
。
警
察
官
と
の
関
係
は
良
好
で
あ
る
。IN

A
V

E
M

と
「S

O
S

V
ictim

e
93

」
と
の
関
係
で
あ
る
が
、
後
者
が
前
者
の
統
括
す
る
団
体
グ
ル
ー
プ
に
属
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
の
他
に
、IN

A
V

E
M

フランスの刑事和解（一）
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は
各
省
庁
と
関
係
が
深
く
、「S

O
S

V
ictim

e
93

」
は
県
と
関
係
が
深
い
。
た
と
え
ば
、
県
議
会
と
は
定
例
会
議
を
開
き
、
交
通
機
関

内
で
の
暴
力
問
題
等
に
つ
い
て
意
見
交
換
を
行
う
。
ま
た
、
サ
ン
ド
ニ
病
院
内
に
被
害
者
受
入
れ
窓
口
が
設
け
ら
れ
、
警
察
官
が
被
害

者
を
連
れ
て
く
る
こ
と
が
多
い
。

歴
史
的
経
緯
で
あ
る
が
、
一
九
九
七
年
に
有
志
三
人
で
被
害
者
支
援
事
業
を
始
め
、
徐
々
に
拡
大
し
て
き
た
。
被
害
者
は
ど
こ
に
い

る
か
を
考
え
、
病
院
と
裁
判
所
に
受
け
皿
を
作
る
こ
と
を
実
現
し
て
き
た
。
二
〇
〇
〇
年
一
〇
月
か
ら
病
院
に
窓
口
を
開
設
し
、
二
〇

〇
一
年
四
月
よ
り
事
務
所
を
開
設
し
た
。
た
だ
し
、
事
務
所
の
ス
ペ
ー
ス
は
無
料
で
提
供
し
て
も
ら
い
、
電
気
及
び
電
話
代
の
み
を
支

払
っ
て
い
る
。
事
務
所
に
は
、
待
合
室
、
ス
タ
ッ
フ
ル
ー
ム
、
資
料
室
が
各
一
室
、
相
談
室
が
三
室
あ
る
。
マ
ス
コ
ミ
と
の
関
係
も
非

常
に
良
好
で
あ
り
、
二
〇
〇
一
年
四
月
の
事
務
所
開
設
の
際
は
、
テ
レ
ビ
や
新
聞
で
報
道
さ
れ
た
と
い
う
。

事
故
や
火
災
等
の
大
規
模
被
害
に
対
す
る
金
銭
的
支
援
等
、「S

O
S

V
ictim

e
93

」
の
様
々
な
要
求
は
、IN

A
V

E
M

の
総
会
で
要

求
す
る
。
二
〇
〇
〇
年
六
月
一
五
日
の
無
罪
推
定
及
び
被
害
者
の
権
利
保
護
に
関
す
る
法（
２３
）

律
に
よ
り
、
警
察
官
に
被
害
者
の
権
利
及
び

支
援
団
体
に
関
す
る
情
報
を
被
害
者
に
通
知
す
る
義
務
が
導
入
さ
れ
た
の
で
、
将
来
は
警
察
署
に
も
支
援
窓
口
を
開
設
す
る
こ
と
が
目

標
で
あ
る
と
い
う
。

被
害
者
の
資
格
に
制
限
は
な
く
、
外
国
人
も
す
べ
て
支
援
す
る
。
特
にIN

A
V

E
M

は
、
外
国
の
被
害
者
支
援
団
体
と
の
協
力
を
強

化
し
て
い
る
。
最
後
に
、
相
談
員
（
心
理
士
）
に
対
す
る
二
次
被
害
は
ほ
と
ん
ど
な
い
が
、
ス
ト
レ
ス
が
溜
ま
る
仕
事
で
も
あ
る
の
で
、

相
談
員
自
身
が
他
の
ス
ー
パ
ー
バ
イ
ザ
ー
に
心
理
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
を
受
け
ら
れ
る
仕
組
み
を
作
っ
て
い
る
。
そ
の
他
の
法
務
ス
タ
ッ
フ

は
、
毎
週
一
回
事
務
局
長
と
話
し
合
い
の
席
を
設
け
る
こ
と
に
よ
り
、
問
題
の
早
期
解
決
を
図
っ
て
い
る
。

３

ナ
ン
テ
ー
ル
大
審
裁
判
所

二
〇
〇
三
年
二
月
に
再
度
パ
リ
を
訪
れ
、
前
回
訪
問
で
き
な
か
っ
た
ナ
ン
テ
ー
ル
大
審
裁
判
所
（T

ribu
n

alde
gran

de
in

stan
ce
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de
N

an
terre

）
に
お
い
て
、
パ
リ
控
訴
院
名
誉
法
院
検
事
ア
ロ
ワ

（A
lloy

）
氏
の
ア
シ
ス
タ
ン
ト
と
し
て
、
刑
事
和
解
（
特
に
少
年
賠

償
）
手
続
を
見
学
し
つ
つ
、
研
修
を
行
っ
た
。

ま
ず
、
ア
ロ
ワ
氏
か
ら
入
手
し
た
統
計
資
料
に
よ
る
と
、
ナ
ン
テ
ー

ル
大
審
裁
判
所
は
、
パ
リ
郊
外
の
人
口
増
大
に
伴
い
一
九
七
四
年
末
に

創
設
さ
れ
た
比
較
的
新
し
い
裁
判
所
で
あ
る
。
二
〇
〇
〇
年
の
統
計
で

常
駐
の
裁
判
官
は
一
〇
五
人
、
検
察
官
は
三
〇
人
、
二
八
五
人
の
職
員
、

四
〇
人
の
プ
ロ
ベ
ー
シ
ョ
ン
専
門
職
員
、
一
三
人
の
少
年
矯
正
専
門
職

員
等
で
構
成
さ
れ
て
い
る
が
、
実
数
は
多
少
変
動
す
る
。

二
〇
〇
〇
年
に
受
理
し
た
告
訴
、
告
発
、
調
書
数
は
一
一
万
二
、
一

六
六
件
（
う
ち
七
万
四
、
四
一
八
件
が
被
疑
者
不
詳
）
で
、
八
一
五
件

の
少
年
賠
償
を
含
む
三
、
二
九
六
件
の
刑
事
和
解
を
行
っ
て
い
る
。
ま

た
、
ボ
ビ
ニ
ー
大
審
裁
判
所
同
様
、
二
〇
〇
一
年
中
に
本
大
審
裁
判
所

で
取
り
扱
わ
れ
た
刑
事
和
解
件
数
（
成
人
の
み
）
に
つ
い
て
表
四
に
掲

げ
、
罪
名
別
和
解
件
数
を
表
五
に
掲
げ
る
。

ナ
ン
テ
ー
ル
大
審
裁
判
所
に
は
、
二
〇
〇
三
年
二
月
二
五
日
か
ら
二

七
日
の
三
日
間
通
い
、
前
半
二
日
間
は
ア
ロ
ワ
・
パ
リ
控
訴
院
名
誉
法

院
検
事
の
行
う
少
年
賠
償
を
、
三
日
目
は
女
性
の
和
解
人
・
ク
ロ
シ
ェ

表５ 罪名別和解件数（２００１年）表４ ナンテール大審裁判所における
刑事和解〈２００１年〉

通常刑事和解（％）

２，４４５（１００）

１，８０６（７１）

７３７（２９）

２，３６６（８３）

５０１（１７）

１，９５８（６８）

９１７（３２）

総 数〈件〉（％）

通 常 事 件（％）

再 和 解 等（％）

男 性（％）

女 性（％）

当事者出席（％）

当事者欠席（％）

通常刑事和解（％）

２，９３３（１００）

９１８（３１）

２１０（７）

４２９（１５）

８３（３）

８８（３）

１０９（４）

９８（３）

２７３（９）

総犯罪数〈件〉

暴 行

窃盗及び関連犯罪

器物等損壊

公務執行妨害

道交法違反

脅 迫

詐 欺

薬 物 犯 罪

フランスの刑事和解（一）
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（C
roch

et

）
氏
の
行
う
通
常
刑
事
和
解
を
見
学
し
た
。
特
に
、
ア
ロ
ワ
氏
は
、
二
〇
〇
二
年
九
月
の
調
査
以
来
連
絡
を
取
り
合
っ
て

い
た
こ
と
も
あ
り
、
筆
者
は
ア
シ
ス
タ
ン
ト
と
し
て
刑
事
和
解
の
記
録
書
類
記
入
を
依
頼
さ
れ
、
単
な
る
見
学
だ
け
で
は
な
い
刑
事
和

解
の
研
修
を
行
う
こ
と
が
で
き
た
。
ナ
ン
テ
ー
ル
大
審
裁
判
所
は
、
ボ
ビ
ニ
ー
裁
判
所
よ
り
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
導
入
率
が
高
く
、
筆
者

は
書
類
を
手
書
き
し
た
が
、
事
件
番
号
、
処
分
等
を
パ
ソ
コ
ン
に
打
ち
込
め
ば
自
動
的
に
集
計
さ
れ
る
シ
ス
テ
ム
が
出
来
上
が
っ
て
い

た
。ア

ロ
ワ
氏
と
の
二
日
間
は
、
主
と
し
て
少
年
賠
償
手
続
の
研
修
で
あ
っ
た
が
、
い
く
つ
か
の
事
例
を
紹
介
す
る
。
一
例
目
は
、
街
中

の
カ
フ
ェ
で
の
少
女
グ
ル
ー
プ
同
士
の
喧
嘩
で
、
一
四
歳
の
少
女
が
一
五
歳
の
少
女
の
指
を
曲
げ
る
暴
行
を
加
え
、
被
害
者
の
指
は
曲

が
っ
た
ま
ま
と
な
る
傷
害
を
負
っ
た
事
件
で
あ
っ
た
。
事
件
に
か
か
わ
っ
た
す
べ
て
の
少
女
（
被
害
者
側
二
人
、
加
害
者
側
三
人
）
と

そ
の
保
護
者
が
召
集
さ
れ
、
狭
い
裁
判
所
の
一
室
に
か
な
り
の
人
数
が
入
室
し
た
。
被
害
を
受
け
た
少
女
に
は
両
親
が
付
き
添
い
、
少

女
の
治
療
費
と
ピ
ア
ノ
を
習
っ
て
い
た
の
に
練
習
が
で
き
な
い
こ
と
の
慰
謝
料
を
請
求
し
た
。
加
害
者
の
少
女
に
は
母
親
が
付
き
添
っ

て
い
た
が
、
彼
女
自
身
が
離
婚
後
う
つ
病
で
治
療
中
と
い
う
診
断
書
を
提
出
し
、
経
済
的
困
難
を
理
由
に
減
額
を
要
求
し
た
。
ア
ロ
ワ

氏
は
、
双
方
の
言
い
分
を
順
番
に
話
さ
せ
、
喧
嘩
中
の
出
来
事
で
、
被
害
者
側
も
暴
行
を
加
え
て
い
た
事
実
か
ら
、
治
療
費
の
み
の
請

求
に
減
額
す
る
よ
う
、
そ
れ
も
分
割
払
い
に
す
る
よ
う
被
害
少
女
の
両
親
を
説
得
し
た
が
、
す
べ
て
の
参
加
者
の
納
得
が
得
ら
れ
な
か

っ
た
た
め
、
継
続
し
て
話
し
合
う
こ
と
に
な
っ
た
。

二
例
目
は
、
小
学
校
で
の
い
じ
め
事
件
で
、
一
〇
歳
の
男
子
児
童
が
複
数
の
同
級
生
男
子
か
ら
恒
常
的
に
い
じ
め
を
受
け
て
お
り
、

ク
ラ
ス
メ
ー
ト
の
前
で
洋
服
を
脱
が
さ
れ
て
不
登
校
に
な
る
な
ど
し
た
た
め
、
被
害
児
童
の
両
親
が
被
害
届
け
を
出
し
た
と
い
う
も
の

で
あ
っ
た
。
被
害
児
童
一
人
と
加
害
児
童
三
人
及
び
そ
の
保
護
者
が
一
室
に
集
ま
り
、
ア
ロ
ワ
氏
が
双
方
の
言
い
分
を
聞
い
た
後
、
オ

ー
プ
ン
に
話
し
合
う
様
子
に
好
感
を
持
っ
た
。
被
害
児
童
の
保
護
者
も
感
情
的
に
な
る
こ
と
な
く
冷
静
に
加
害
児
童
と
そ
の
保
護
者
に

論 説
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話
し
か
け
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
二
度
と
起
こ
ら
な
い
よ
う
約
束
し
て
欲
し
い
と
率
直
に
伝
え
た
。
加
害
児
童
の
保
護
者
も
そ
れ
に
同

意
し
、
皆
被
害
児
童
に
同
情
し
て
自
分
た
ち
の
子
ど
も
に
謝
罪
す
る
よ
う
諭
し
て
い
た
。
被
害
児
童
も
加
害
児
童
も
皆
緊
張
し
た
様
子

で
、
加
害
児
童
全
員
が
被
害
児
童
に
謝
罪
し
、
握
手
を
求
め
、
二
度
と
い
じ
め
を
繰
り
返
さ
な
い
と
い
う
誓
約
書
に
保
護
者
も
含
め
全

員
が
署
名
し
て
、
刑
事
和
解
が
成
立
し
た
（
被
害
者
側
か
ら
、
特
に
損
害
賠
償
は
要
求
さ
れ
な
か
っ
た
）。

三
日
目
は
、
ク
ロ
シ
ェ
（C

roch
et

）
氏
の
行
う
通
常
刑
事
和
解
を
見
学
し
た
。
父
子
間
の
暴
力
や
万
引
き
事
案
の
書
類
が
来
て
い

た
が
、
被
疑
者
が
出
頭
し
な
か
っ
た
の
で
、
再
召
喚
の
手
続
と
な
っ
た
。
見
学
で
き
た
事
例
は
、
隣
人
間
の
騒
音
を
め
ぐ
る
争
い
に
起

因
す
る
暴
行
事
件
で
、
ア
パ
ー
ト
で
二
〇
代
の
若
い
独
身
男
性
が
ほ
ぼ
毎
週
末
に
友
人
を
呼
ん
で
ホ
ー
ム
パ
ー
テ
ィ
ー
を
開
き
、
そ
の

下
の
階
に
住
む
四
〇
代
の
家
族
を
持
つ
サ
ー
ビ
ス
業
の
男
性
は
、
日
曜
の
朝
が
早
い
の
で
再
三
騒
音
を
止
め
る
よ
う
申
し
入
れ
た
が
、

全
く
聞
き
入
れ
ら
れ
ず
に
口
論
と
な
り
、
四
〇
代
の
男
性
が
二
〇
代
の
男
性
に
軽
い
暴
行
を
加
え
た
（
一
、
二
回
肩
を
強
く
押
し
た
）

と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
ず
、
ク
ロ
シ
ェ
（C

roch
et

）
氏
が
被
害
者
・
加
害
者
の
順
番
で
双
方
の
主
張
を
聞
き
、
ど
ち
ら
か
が
口

を
挟
も
う
と
す
る
と
、
話
が
終
わ
る
ま
で
黙
っ
て
聞
く
よ
う
に
諭
し
、
双
方
が
言
い
た
い
こ
と
を
す
べ
て
述
べ
た
後
に
、
話
し
合
い
に

よ
る
解
決
方
法
を
模
索
し
た
。
形
式
上
は
四
〇
代
の
男
性
が
加
害
者
だ
が
、
事
案
全
体
を
見
れ
ば
、
騒
音
に
悩
ま
さ
れ
て
い
た
の
は
む

し
ろ
彼
の
方
で
、
実
質
的
に
は
被
害
者
と
も
言
え
る
事
案
で
あ
っ
た
。
刑
事
和
解
の
目
的
は
、
正
に
こ
の
よ
う
に
被
害
者
と
加
害
者
と

が
整
然
と
区
別
で
き
な
い
よ
う
な
事
案
に
対
し
、
す
ぐ
刑
事
手
続
に
乗
せ
る
の
で
は
な
く
、
話
し
合
い
に
よ
る
解
決
を
目
指
す
と
い
う

も
の
で
あ
る
こ
と
が
よ
く
理
解
で
き
る
よ
う
な
事
案
で
あ
っ
た
。
最
初
は
激
し
い
口
論
を
し
て
い
た
両
当
事
者
も
、
ク
ロ
シ
ェ
氏
の
誘

導
に
よ
り
次
第
に
落
ち
着
き
、
四
〇
代
男
性
が
謝
罪
し
、
二
〇
代
男
性
も
夜
中
過
ぎ
の
騒
音
は
控
え
る
こ
と
を
約
束
し
て
被
害
届
け
を

取
り
下
げ
る
こ
と
に
同
意
し
、
双
方
が
書
類
に
署
名
し
た
後
握
手
で
別
れ
、
こ
の
事
案
は
解
決
し
た
（
次
号
に
続
く
）。

フランスの刑事和解（一）
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（
１
）

司
法
制
度
改
革
審
議
会
意
見
書
―
二
一
世
紀
の
日
本
を
支
え
る
司
法
制
度
―
（
平
成
一
三
年
六
月
一
二
日
）h

ttp
://w

w
w

.kan
tei.go.

jp/jp/sih
ou

seido/report-dex.h
tm

l

参
照
。
そ
の
後
の
議
論
に
つ
い
て
は
、「
司
法
制
度
改
革
推
進
本
部
」
のH

P

を
参
照
。

（
２
）

こ
の
訳
が
適
切
か
ど
う
か
は
、
な
お
疑
問
の
余
地
が
残
る
。
わ
が
国
の
略
式
命
令
と
民
事
の
損
害
賠
償
支
払
い
命
令
を
合
わ
せ
た
よ
う

な
制
度
で
あ
り
、
こ
こ
で
は
便
宜
上
「
刑
事
示
談
」
と
訳
す
。

（
３
）

メ
デ
ィ
ア
シ
オ
ン
・
ペ
ナ
ル
（m

édiation
pén

ale

）
を
日
本
で
は
「
刑
事
和
解
」
と
呼
ぶ
こ
と
が
多
く
、
筆
者
自
身
も
本
書
以
前
に

公
表
し
た
論
文
等
に
お
い
て
「
刑
事
和
解
」
ま
た
は
「
刑
事
調
停
」
と
い
う
訳
語
を
当
て
て
い
た
。
一
方
、
中
村
�
新
倉
�
今
関
監
訳
『
フ

ラ
ン
ス
法
律
用
語
辞
典
』（
三
省
堂
、
一
九
九
六
年
）
で
は
「
刑
事
調
停
」
と
訳
さ
れ
て
お
り
、
さ
ら
に
山
口
俊
夫
『
フ
ラ
ン
ス
法
辞
典
』（
有

斐
閣
、
二
〇
〇
二
年
）
で
は
、
メ
デ
ィ
ア
シ
オ
ン
は
「
斡
旋
」
と
訳
さ
れ
、
詳
細
な
説
明
も
あ
り
、
調
停
や
和
解
と
区
別
さ
れ
て
い
る
。
そ

こ
で
、
メ
デ
ィ
ア
シ
オ
ン
・
ペ
ナ
ル
（m

édiation
pén

ale

）
に
「
刑
事
斡
旋
」
と
い
う
訳
語
を
当
て
る
こ
と
も
考
え
た
が
、
こ
の
言
葉
は

法
学
者
の
間
で
も
馴
染
み
が
薄
く
、
本
論
文
の
題
名
も
「
民
事
和
解
」
と
対
比
さ
せ
る
意
味
で
、
一
般
的
に
も
馴
染
み
の
あ
る
「
刑
事
和
解
」

と
い
う
訳
語
を
当
て
る
こ
と
と
し
た
。
し
か
し
、
個
々
の
フ
ラ
ン
ス
語
の
説
明
に
お
い
て
、
場
合
に
よ
っ
て
は
「
斡
旋
」
と
い
う
訳
語
も
使

用
す
る
こ
と
を
お
断
り
し
て
お
く
。

（
４
）

L
oi

d’orien
tation

et
de

program
ation

pou
r

la
ju

stice,
L

oin°
2002- 1138

du
9

septem
bre

2002,
J.O

.
n°

299
du

24

décem
bre

2002,
L

oi
orgqan

iqu
e

n°
2003- 153

du
26

février
2003

au
x

ju
ge

de
proxim

ité
et

lien
s

vers
les

décrets

d’application
,J.O

.n°
49

du
27

février
2003

参
照
。

（
５
）

刑
事
和
解
の
導
入
の
主
原
因
は
、
増
加
す
る
軽
微
犯
罪
の
告
訴
に
裁
判
所
が
対
処
し
き
れ
な
い
現
実
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
き
た
。
調
査

対
象
場
所
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
地
理
的
・
人
口
的
バ
ラ
ン
ス
も
考
慮
し
、
パ
リ
、
リ
ヨ
ン
、
ボ
ル
ド
ー
の
三
大
都
市
と
筆
者
の
留
学
先
で
あ
っ

た
グ
ル
ノ
ー
ブ
ル
を
選
択
し
た
が
、
フ
ラ
ン
ス
の
フ
ィ
ガ
ロ
紙
二
〇
〇
三
年
三
月
六
日
付
記
事
に
よ
る
と
、
二
〇
〇
一
年
の
全
国
三
〇
箇
所

の
控
訴
院
管
轄
地
に
お
け
る
不
起
訴
率
の
順
位
で
は
、
リ
ヨ
ン
が
第
一
位
で
四
十
二
、
四
％
、
グ
ル
ノ
ー
ブ
ル
が
八
位
で
三
四
、
五
％
、
ボ

ル
ド
ー
が
一
一
位
で
三
三
、
二
％
、
パ
リ
が
一
四
位
で
三
二
、
〇
％
と
な
っ
て
い
る
。L

e
F

igaro,le
6

m
ars

2003,p.8.

（
６
）

有
賀
祥
一
「
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
刑
事
和
解
制
度
―
そ
の
実
践
と
問
題
点
―
」
慶
応
義
塾
大
学
大
学
院
修
士
論
文
（
二
〇
〇
〇
年
）、
有

賀
祥
一
・
太
田
達
也
「
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
刑
事
和
解
と
被
害
者
支
援
団
体IN

A
V

E
M

の
活
動
」
捜
査
研
究
五
〇
巻
三
号
（
二
〇
〇
一
年
）

六
二
頁
以
下
。
な
お
、
山
本
和
彦
『
フ
ラ
ン
ス
の
司
法
』（
有
斐
閣
・
二
〇
〇
一
年
）
一
一
四
頁
以
下
参
照
。
な
お
、
筆
者
は
既
に
別
稿
で

論 説
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簡
単
な
紹
介
を
行
っ
た
こ
と
が
あ
る
が
、
本
稿
は
よ
り
詳
細
な
紹
介
を
行
う
た
め
、
一
部
内
容
の
重
複
が
あ
る
こ
と
を
ご
了
承
い
た
だ
き
た

い
。
島
岡
ま
な
「
フ
ラ
ン
ス
の
刑
事
和
解
１
・
２
」
捜
査
研
究
五
一
巻
一
二
号
二
八
頁
以
下
、
同
五
二
巻
二
号
四
八
頁
以
下
参
照
。

（
７
）

フ
ラ
ン
ス
語
の
主
要
文
献
と
し
て
、sou

s
la

direction
de

R
.C

A
R

IO
,«L

a
m

édiation
pén

ale»,L
’H

arm
attan

1997,sou
s

la

direction
de

F
.M

O
N

E
G

E
R

,
«L

a
M

édiation
en

débat»,
edito.

com
2002,

J.- P
.

B
on

afé- S
ch

u
m

itt,
«L

a
m

édiation
»,

L
a

docu
m

en
tation

fran
caise

2002,
sou

s
la

direction
de

P
.C

H
E

V
A

L
IE

R
et

au
tres,

«L
es

m
odes

altern
atifs

de
réglem

en
t

des
litiges

:
L

es
voies

n
ou

velles
d’u

n
e

au
tre

ju
stice»,L

a
docu

m
en

tatrion
fran

caise
2003

等
参
照
。

（
８
）

以
上
に
つ
き
、
ボ
ル
ド
ー
和
解
セ
ン
タ
ー
で
入
手
し
た
資
料C

itoyen
s

et
Ju

stice,«L
a

M
édiation

pén
ale»,2003

参
照
。

（
９
）

こ
こ
で
は
、
山
口
『
フ
ラ
ン
ス
法
辞
典
』
に
従
い
、
斡
旋
と
い
う
訳
語
を
当
て
る
。

（
１０
）

J.O
.du

5
n

ovem
bre

1992.

（
１１
）

本
改
正
か
ら
二
〇
〇
〇
年
の
い
わ
ゆ
る
「
無
罪
推
定
法
」
等
の
フ
ラ
ン
ス
刑
事
訴
訟
法
の
改
正
動
向
に
つ
い
て
は
、
白
取
祐
司
「
フ
ラ

ン
ス
刑
事
訴
訟
法
の
改
正
に
つ
い
て
（
一
）
〜
（
四
・
完
）」
現
代
刑
事
法
三
巻
三
号
（
二
〇
〇
一
年
）
七
五
頁
以
下
、
同
三
巻
七
号
（
同
）

九
〇
頁
以
下
、
同
四
巻
五
号
（
二
〇
〇
二
年
）
六
八
頁
以
下
、
同
五
巻
四
号
（
二
〇
〇
三
年
）
七
七
頁
以
下
参
照
。

（
１２
）

法
曹
会
「
フ
ラ
ン
ス
刑
事
訴
訟
法
典
」（
一
九
九
九
年
）
に
よ
れ
ば
、m

édiation
pén

ale

は
「
刑
事
仲
裁
手
続
き
」
と
訳
さ
れ
て
い

る
が
、
本
稿
で
は
前
注
３
で
述
べ
た
よ
う
な
理
由
か
ら
「
刑
事
和
解
」
と
訳
し
た
。
な
お
、
同
「
フ
ラ
ン
ス
刑
事
訴
訟
法
典
」
に
は
、
一
九

九
九
年
六
月
二
三
日
の
法
律
第
五
一
五
号
に
よ
る
一
連
の
改
正
（
四
一
―
一
条
な
い
し
四
一
―
四
条
の
追
加
）
は
反
映
さ
れ
て
い
な
い
。

（
１３
）

J.O
.du

12
avril1996.

（
１４
）

無
能
力
及
び
失
権
（in

capacités
et

déch
éan

ces
）
は
、
有
罪
判
決
か
ら
生
じ
る
一
種
の
保
安
処
分
で
あ
る
。

（
１５
）

現
在
の
フ
ラ
ン
ス
通
貨
の
単
位
は
ユ
ー
ロ
で
あ
る
が
、
法
律
上
は
フ
ラ
ン
も
同
時
に
使
用
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
１
フ
ラ
ン
約
２０

円
と
し
て
計
算
す
る
と
約
５０
万
円
と
な
る
。

（
１６
）

フ
ラ
ン
ス
司
法
統
計
（A

n
n

u
aire

statistiqu
e

de
la

Ju
stice,

D
ocu

m
en

tation
fran

caise

）
二
〇
〇
三
年
版
一
〇
九
頁
に
よ
る
。

（
１７
）

C
en

tre
d’E

tu
des

des
M

odes
A

ltern
atifs

de
R

èglem
en

t
des

C
on

flits

の
略
で
あ
る
。

（
１８
）

こ
の
研
究
所
で
は
、
ゴ
ズ
ィ
ー
（G

H
O

Z
I

）
教
授
の
他
に
、
共
に
仲
裁
の
専
門
家
で
あ
る
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
フ
シ
ャ
ー
ル
教
授
、
シ
ャ
ル

ル
・
ジ
ャ
ロ
ソ
ン
教
授
と
も
面
会
し
、
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
行
っ
た
。
研
究
所
お
よ
び
教
授
陣
を
紹
介
し
て
く
だ
さ
っ
た
一
橋
大
学
の
山
本
和

フランスの刑事和解（一）
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彦
教
授
に
心
か
ら
感
謝
申
し
上
げ
る
。

（
１９
）

フ
ラ
ン
ス
刑
法
第
二
二
二
―
一
三
条
。
な
お
、
刑
事
示
談
に
付
す
る
こ
と
の
で
き
る
犯
罪
は
、
フ
ラ
ン
ス
刑
事
訴
訟
法
第
四
一
―
二
条

に
規
定
さ
れ
て
い
る
。

（
２０
）

調
査
当
時
の
為
替
レ
ー
ト
一
ユ
ー
ロ
一
二
五
円
で
計
算
す
る
と
三
万
七
、
五
〇
〇
円
と
な
る
。

（
２１
）

フ
ラ
ン
ス
刑
法
第
二
二
二
―
一
三
条
一
項
四
号
。

（
２２
）

有
賀
・
太
田
・
前
掲
紹
介
（
注
６
）
参
照
。

（
２３
）

白
取
・
前
掲
論
文
（
注
１１
）
参
照
。
筆
者
も
か
つ
て
簡
単
な
紹
介
を
行
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
島
岡
ま
な
「
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
無
罪
推

定
保
護
と
被
害
者
の
権
利
強
化
に
関
す
る
法
律
」
捜
査
研
究
四
九
巻
八
号
七
二
頁
以
下
参
照
。
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